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１【提出理由】

 

平成29年12月15日に提出した有価証券届出書（平成30年３月19日付有価証券届出書の訂正届出書により

訂正済。）の関係情報を新たな情報に訂正するため、本訂正届出書を提出します。

 

２【訂正事項】

 

第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

５　運用状況

第２　管理及び運営

４　受益者の権利等

第３　ファンドの経理状況

１　財務諸表

２　ファンドの現況

 

第三部　特別情報

第１　管理会社の概況

１　管理会社の概況

２　事業の内容及び営業の概況

３　管理会社の経理状況

 

３【訂正内容】

 

訂正箇所は下線で示しています。

 

次へ
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第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

５　運用状況

（１）投資状況

＜訂正前＞

（2017年６月30日現在）

サブファンド

Ａ（現在の「グリー

ンＡ」

資産の種類 国　名
時価合計

円
投資比率

スーパーファンド・グリーン・

ゴールドSPCの株式（クラスＡ）
ケイマン諸島 240,948,444 97.95％

現金、受取債権及びその他の資産

（負債控除後）
該当なし 5,044,204 2.05％

純資産総額 245,992,648 100.00％

サブファンド

Ｂ（現在の「グリー

ンＢ」）

資産の種類 国　名
時価合計

円
投資比率

スーパーファンド・グリーン・

ゴールドSPCの株式（クラスＢ）
ケイマン諸島 246,017,696 98.00％

現金、受取債権及びその他の資産

（負債控除後）
該当なし 5,024,430 2.00％

純資産総額 251,042,126 100.00％

（注）他の二つのサブファンド（レッド及びブルー）は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報がな

い。

 

＜訂正後＞

（2018年３月31日現在）

グリーンＡ

資産の種類 国　名
時価合計

円
投資比率

スーパーファンド・グリーン・

ゴールドSPCの株式（クラスＡ）
ケイマン諸島 214,960,484 97.86％

現金、受取債権及びその他の資産

（負債控除後）
該当なし 4,691,800 2.14％

純資産総額 219,652,284 100.00％

グリーンＢ

資産の種類 国　名
時価合計

円
投資比率

スーパーファンド・グリーン・

ゴールドSPCの株式（クラスＢ）及び

スーパーファンド・グリーンSPCの株式

（クラスＢ）

ケイマン諸島 624,942,747 99.27％

現金、受取債権及びその他の資産

（負債控除後）
該当なし 4,563,126 0.73％

純資産総額 629,505,873 100.00％

レッド

資産の種類 国　名
時価合計

米ドル
投資比率

スーパーファンド・レッドワンSPCの株

式（クラス・ジャパン）
ケイマン諸島 9,741,632.72 99.44％

現金、受取債権及びその他の資産

（負債控除後）
該当なし 54,812.85 0.56％

純資産総額 9,796,445.57 100.00％

ブルー

資産の種類 国　名
時価合計

円
投資比率

スーパーファンド・ブルーSPCの株式

（クラスＢジャパン）
ケイマン諸島 559,441,886 98.77％

現金、受取債権及びその他の資産

（負債控除後）
該当なし 6,988,558 1.23％

純資産総額 566,430,444 100.00％
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（２）投資資産

＜訂正前＞

①　投資有価証券の主要銘柄

（2017年６月30日現在）

サブ

ファンド
発行地 銘柄 業種 数量

金額（簿価）

円

金額（時価）

円

投資

比率

サブ

ファンド

Ａ（現在の

「グリーン

Ａ」

ケイマン

諸島

スーパーファンド・

グリーン・ゴールドSPC

の

株式（クラスＡ）

分別

ポート

フォリオ

会社

23,970.41

277,192,301 240,948,445

100％

単価 11,563.9366 単価 10,051.9117

サブ

ファンド

Ｂ（現在の

「グリーン

Ｂ」

ケイマン

諸島

スーパーファンド・

グリーン・ゴールドSPC

の

株式（クラスＢ）

分別

ポート

フォリオ

会社

25,527.04

299,143,304 246,017,694

100％

単価 11,718.6836 単価 9,637.5331

（注）他の二つのサブファンド（レッド及びブルー）は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情報がな

い。

 

＜訂正後＞

①　投資有価証券の主要銘柄

（2018年３月31日現在）

サブ

ファンド
発行地 銘柄 業種 数量 金額（簿価） 金額（時価）

投資

比率

グリーンＡ
ケイマン

諸島

スーパーファンド・

グリーン・ゴールドSPC

の

株式（クラスＡ）

分別

ポート

フォリオ

会社

233,048.01

233,048,013円 214,960,481円

100％

単価 1,000.0000円 単価 922.3871円

グリーンＢ
ケイマン

諸島

スーパーファンド・

グリーン・ゴールドSPC

の株式及びスーパーファ

ンド・グリーンSPCの株

式（クラスＢ）

分別

ポート

フォリオ

会社

628,967.02

677,477,768円 624,942,745円

100％

単価 1,077.1276円 単価 993.6018円

レッド
ケイマン

諸島

スーパーファンド・レッ

ドワンSPCの株式（クラ

ス・ジャパン）

分別

ポート

フォリオ

会社

11,524.53

11,524,534米ドル 9,741,633米ドル

100％
単価

1,000.0003

米ドル
単価

845.2955

米ドル

ブルー
ケイマン

諸島

スーパーファンド・ブ

ルーSPCの株式（クラス

Ｂジャパン）

分別

ポート

フォリオ

会社

171,241.15

587,816,771円 559,441,885円

100％

単価 3,432.6841円 単価 3,266.9828円
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（３）運用実績

＜訂正前＞

①　純資産の推移

（ａ）純資産総額の推移

＊下記表中の「サブファンドＡ 円建てクラス」は現在のサブファンド「グリーンＡ」ゴールド円・クラス、「サブファンド

Ｂ 円建てクラス」は現在のサブファンド「グリーンＢ」ゴールド円・クラスである（以下同じ）。

サブファンドＡ円建てクラス

 純資産総額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ

第４～

９シ

リーズ

第10シリーズ
第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～23

シリーズ
第24シリーズ

第25～42

シリーズ

2009年12月 143,646,498 73,366,832 42,396,228 － － － － － － －

2010年12月 415,269,498 － － － 7,431,750 － － － － －

2011年12月 370,570,070 － － － － － 9,629,711 － － －

2012年12月 412,725,035 － － － － － － － 3,973,957 －

2013年12月 348,844,103 － － － － － － － － －

2014年12月 368,465,583 － － － － － － － － －

2015年12月 295,904,022 － － － － － － － － －

2016年11月 249,969,756 － － － － － － － － －

12月 246,279,593 － － － － － － － － －

2017年１月 247,875,107 － － － － － － － － －

２月 261,879,525 － － － － － － － － －

３月 254,953,772 － － － － － － － － －

４月 255,825,864 － － － － － － － － －

５月 256,920,827 － － － － － － － － －

６月 246,001,090 － － － － － － － － －

７月 253,359,710 － － － － － － － － －

８月 264,048,491 － － － － － － － － －

９月 245,260,798 － － － － － － － － －

10月 258,683,782 － － － － － － － － －

 

サブファンドＢ円建てクラス

純資産総額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ
第４～９

シリーズ
第10シリーズ

第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～42

シリーズ

2009年12月 315,262,768 75,382,593 131,406,366 － － － － －

2010年12月 776,346,212 － － － 5,795,000 － － －

2011年12月 556,834,485 － － － － － 11,837,014 －

2012年12月 561,302,766 － － － － － － －

2013年12月 439,984,178 － － － － － － －

2014年12月 444,745,667 － － － － － － －

2015年12月 307,101,495 － － － － － － －

2016年11月 253,462,646 － － － － － － －

12月 248,681,504 － － － － － － －

2017年１月 247,395,132 － － － － － － －

２月 263,374,168 － － － － － － －

３月 257,997,945 － － － － － － －

４月 260,942,252 － － － － － － －

５月 262,391,963 － － － － － － －

６月 251,038,464 － － － － － － －

７月 262,372,076 － － － － － － －

８月 269,373,740 － － － － － － －

９月 262,686,721 － － － － － － －

10月 285,613,366 － － － － － － －

（注１）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注２）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。
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（注５）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第43シリーズから第58シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

 

＜訂正後＞

①　純資産の推移

（ａ）純資産総額の推移

＊下記表中の「サブファンドＡ 円建てクラス」は現在のサブファンド「グリーンＡ」ゴールド円・クラス、「サブファンド

Ｂ 円建てクラス」は現在のサブファンド「グリーンＢ」ゴールド円・クラスである（以下同じ）。

 

サブファンドＡ円建てクラス

 純資産総額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ

第４～

９シ

リーズ

第10シリーズ
第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～23

シリーズ
第24シリーズ

第25～42

シリーズ

2009年12月 143,646,498 73,366,832 42,396,228 － － － － － － －

2010年12月 415,269,498 － － － 7,431,750 － － － － －

2011年12月 370,570,070 － － － － － 9,629,711 － － －

2012年12月 412,725,035 － － － － － － － 3,973,957 －

2013年12月 348,844,103 － － － － － － － － －

2014年12月 368,465,583 － － － － － － － － －

2015年12月 295,904,022 － － － － － － － － －

2016年12月 246,279,593 － － － － － － － － －

2017年４月 255,825,864 － － － － － － － － －

５月 256,920,827 － － － － － － － － －

６月 246,001,090 － － － － － － － － －

７月 253,359,710 － － － － － － － － －

８月 264,048,491 － － － － － － － － －

９月 245,260,798 － － － － － － － － －

10月 258,683,782 － － － － － － － － －

11月 234,780,033 － － － － － － － － －

12月 243,292,020 － － － － － － － － －

 

サブファンドＢ円建てクラス

純資産総額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ
第４～９

シリーズ
第10シリーズ

第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～42

シリーズ

2009年12月 315,262,768 75,382,593 131,406,366 － － － － －

2010年12月 776,346,212 － － － 5,795,000 － － －

2011年12月 556,834,485 － － － － － 11,837,014 －

2012年12月 561,302,766 － － － － － － －

2013年12月 439,984,178 － － － － － － －

2014年12月 444,745,667 － － － － － － －

2015年12月 307,101,495 － － － － － － －

2016年12月 248,681,504 － － － － － － －

2017年４月 260,942,252 － － － － － － －

５月 262,391,963 － － － － － － －

６月 251,038,464 － － － － － － －

７月 262,372,076 － － － － － － －

８月 269,373,740 － － － － － － －

９月 262,686,721 － － － － － － －

10月 285,613,366 － － － － － － －

11月 283,310,033 － － － － － － －

12月 285,519,878 － － － － － － －

 

（注１）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注２）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。
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（注４）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

 

サブファンド

「グリーンＡ」

（ゴールド

円・クラス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（円・クラス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（米ドル・クラ

ス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（ゴールド

円・クラス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（ゴールド

米ドル・クラス）

純資産総額

（円）

純資産総額

（円）

純資産総額

（米ドル）

純資産総額

（円）

純資産総額

（米ドル）

2018年１月 247,611,227 143,741,894 374,508.08 497,038,422 109,083.90

２月 218,001,189 129,629,791 333,800.68 419,284,675 95,181.05

３月 219,654,264 154,440,786 337,871.42 428,580,685 97,319.95

 

サブファンド

「レッド」

（円・クラス）

サブファンド

「レッド」

（米ドル・クラ

ス）

サブファンド

「レッド」

（ゴールド

円・クラス）

サブファンド

「レッド」

（ゴールド

米ドル・クラス）

サブファンド

「レッド」

（シルバー

円・クラス）

サブファンド

「レッド」

（シルバー

米ドル・クラス）

純資産総額

（円）

純資産総額

（米ドル）

純資産総額

（円）

純資産総額

（米ドル）

純資産総額

（円）

純資産総額

（米ドル）

2018年１月 207,061,531 208,019.74 209,638,865 436,023.95 157,915,611 5,911,928.90

２月 166,639,255 176,348.76 169,850,206 361,544.18 122,788,502 4,705,559.22

３月 171,580,688 182,005.91 174,543,552 374,013.14 124,852,991 4,815,229.19

 

サブファンド

「ブルー」

（円ヘッジ有・

クラス）

サブファンド

「ブルー」

（ゴールド円・

クラス）

純資産総額

（円）

純資産総額

（円）

2018年１月 178,353,556 428,872,546

２月 171,972,584 405,978,836

３月 167,304,412 399,113,354

 

（注）サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年１月より運用が開始されたため、2017年12月

以前の情報がない。
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＜訂正前＞

（ｂ）１口当たりの純資産額の推移

サブファンドＡ円建てクラス

１口当たりの純資産額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ
第４～９

シリーズ
第10シリーズ

第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～23

シリーズ
第24シリーズ

第25～42

シリーズ

2009年12月 106.02 99.44 90.94 － － － － － － －

2010年12月 122.51 － － － 110.10 － － － － －

2011年12月 102.34 － － － － － 83.23 － － －

2012年12月 107.11 － － － － － － － 105.41 －

2013年12月 95.83 － － － － － － － － －

2014年12月 111.29 － － － － － － － － －

2015年12月 93.48 － － － － － － － － －

2016年11月 80.61 － － － － － － － － －

12月 79.42 － － － － － － － － －

2017年１月 80.18 － － － － － － － － －

２月 84.71 － － － － － － － － －

３月 82.93 － － － － － － － － －

４月 84.11 － － － － － － － － －

５月 84.47 － － － － － － － － －

６月 81.57 － － － － － － － － －

７月 84.01 － － － － － － － － －

８月 87.80 － － － － － － － － －

９月 86.23 － － － － － － － － －

10月 91.39 － － － － － － － － －

 

サブファンドＢ円建てクラス

１口当たりの純資産額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ
第４～９

シリーズ
第10シリーズ

第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～42

シリーズ

2009年12月 109.84 97.13 87.29 － － － － －

2010年12月 130.26 － － － 115.90 － － －

2011年12月 100.49 － － － － － 81.41 －

2012年12月 101.21 － － － － － － －

2013年12月 94.88 － － － － － － －

2014年12月 116.80 － － － － － － －

2015年12月 98.67 － － － － － － －

2016年11月 81.64 － － － － － － －

12月 80.10 － － － － － － －

2017年１月 80.99 － － － － － － －

２月 86.71 － － － － － － －

３月 84.94 － － － － － － －

４月 86.42 － － － － － － －

５月 87.36 － － － － － － －

６月 83.58 － － － － － － －

７月 87.58 － － － － － － －

８月 92.43 － － － － － － －

９月 90.68 － － － － － － －

10月 99.20 － － － － － － －

（注１）１口当たりの純資産額は、小数点以下第２位まで計算されている。

（注２）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注８）第43シリーズから第58シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。
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（注）他の二つのサブファンド（レッド及びブルー）は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では情

報がない。

 

＜訂正後＞

（ｂ）１口当たりの純資産額の推移

サブファンドＡ円建てクラス

１口当たりの純資産額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ
第４～９

シリーズ
第10シリーズ

第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～23

シリーズ
第24シリーズ

第25～42

シリーズ

2009年12月 106.02 99.44 90.94 － － － － － － －

2010年12月 122.51 － － － 110.10 － － － － －

2011年12月 102.34 － － － － － 83.23 － － －

2012年12月 107.11 － － － － － － － 105.41 －

2013年12月 95.83 － － － － － － － － －

2014年12月 111.29 － － － － － － － － －

2015年12月 93.48 － － － － － － － － －

2016年12月 79.42 － － － － － － － － －

2017年４月 84.11 － － － － － － － － －

５月 84.47 － － － － － － － － －

６月 81.57 － － － － － － － － －

７月 84.01 － － － － － － － － －

８月 87.80 － － － － － － － － －

９月 86.23 － － － － － － － － －

10月 91.39 － － － － － － － － －

11月 90.41 － － － － － － － － －

12月 94.05 － － － － － － － － －

 

サブファンドＢ円建てクラス

１口当たりの純資産額（円）

当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ
第４～９

シリーズ
第10シリーズ

第11～16

シリーズ
第17シリーズ

第18～42

シリーズ

2009年12月 109.84 97.13 87.29 － － － － －

2010年12月 130.26 － － － 115.90 － － －

2011年12月 100.49 － － － － － 81.41 －

2012年12月 101.21 － － － － － － －

2013年12月 94.88 － － － － － － －

2014年12月 116.80 － － － － － － －

2015年12月 98.67 － － － － － － －

2016年12月 80.10 － － － － － － －

2017年４月 86.42 － － － － － － －

５月 87.36 － － － － － － －

６月 83.58 － － － － － － －

７月 87.58 － － － － － － －

８月 92.43 － － － － － － －

９月 90.68 － － － － － － －

10月 99.20 － － － － － － －

11月 98.40 － － － － － － －

12月 103.35 － － － － － － －

 

（注１）１口当たりの純資産額は、小数点以下第２位まで計算されている。

（注２）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注８）第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。
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サブファンド

「グリーンＡ」

（ゴールド

円・クラス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（円・クラス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（米ドル・クラ

ス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（ゴールド

円・クラス）

サブファンド

「グリーンＢ」

（ゴールド

米ドル・クラス）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（米ド

ル）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（米ド

ル）

2018年１月 96.08 83.20 0.92 107.19 1.02

２月 84.92 73.85 0.82 91.48 0.89

３月 85.86 75.12 0.83 93.32 0.91

 

サブファンド

「レッド」

（円・クラス）

サブファンド

「レッド」

（米ドル・クラ

ス）

サブファンド

「レッド」

（ゴールド

円・クラス）

サブファンド

「レッド」

（ゴールド

米ドル・クラス）

サブファンド

「レッド」

（シルバー

円・クラス）

サブファンド

「レッド」

（シルバー

米ドル・クラス）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（米ド

ル）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（米ド

ル）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（米ド

ル）

2018年１月 102.5736 0.9156 87.7594 0.7833 64.6289 0.5768

２月 84.9580 0.7762 71.1030 0.6495 50.2527 0.4591

３月 87.4773 0.8011 73.3749 0.6719 51.3076 0.4698

 

サブファンド

「ブルー」

（円ヘッジ有・

クラス）

サブファンド

「ブルー」

（ゴールド円・

クラス）

１口当たりの

純資産額（円）

１口当たりの

純資産額（円）

2018年１月 74.14 92.87

２月 73.63 88.70

３月 72.25 87.20

 

（注）サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年１月より運用が開始されたため、2017年12月

以前の情報がない。
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＜訂正前＞

③　収益率の推移

サブファンドＡ　円建てクラス

自2009年

８月３日

至2009年

12月31日

自2010年

１月１日

至2010年

12月31日

自2011年

１月１日

至2011年

12月31日

自2012年

１月１日

至2012年

12月31日

自2013年

１月１日

至2013年

12月31日

自2014年

１月１日

至2014年

12月31日

自2015年

１月１日

至2015年

12月31日

自2016年

１月１日

至2016年

12月31日

自2016年

11月１日

至2017年

10月31日

当初シリーズ 6.02％ 15.55％ －16.46％ 4.66％ －10.53％ 16.13％ －16.00％ －15.04％ 12.50％

第２シリーズ －0.56％ 4.96％ － － － － － － －

第３シリーズ －9.06％ 4.96％ － － － － － － －

第４シリーズ － 22.55％ － － － － － － －

第５シリーズ － 0.76％ － － － － － － －

第６シリーズ － 12.01％ － － － － － － －

第７シリーズ － 11.25％ － － － － － － －

第８シリーズ － 22.67％ － － － － － － －

第９シリーズ － 8.87％ － － － － － － －

第10シリーズ － 10.10％ －1.86％ － － － － － －

第11シリーズ － － 7.84％ － － － － － －

第12シリーズ － － －3.89％ － － － － － －

第13シリーズ － － －7.39％ － － － － － －

第14シリーズ － － －1.72％ － － － － － －

第15シリーズ － － －9.55％ － － － － － －

第16シリーズ － － －6.23％ － － － － － －

第17シリーズ － － －16.77％ －3.03％ － － － － －

第18シリーズ － － － －11.48％ － － － － －

第19シリーズ － － － －9.53％ － － － － －

第20シリーズ － － － － － － － － －

第21シリーズ － － － －5.16％ － － － － －

第22シリーズ － － － －5.22％ － － － － －

第23シリーズ － － － －8.65％ － － － － －

第24シリーズ － － － 5.41％ －10.81％ － － － －

第25シリーズ － － － － －17.83％ － － － －

第26シリーズ － － － － － － － － －

第27シリーズ － － － － －14.76％ － － － －

第28シリーズ － － － － 2.36％ － － － －

第29シリーズ － － － － －3.21％ － － － －

第30～32シリーズ － － － － － － － － －

第33シリーズ － － － － － 16.07％ － － －

第34シリーズ － － － － － 21.55％ － － －

第35・36シリーズ － － － － － － － － －

第37シリーズ － － － － － 10.60％ － － －

第38シリーズ － － － － － － － － －

第39シリーズ － － － － － － －18.35％ － －

第40・41シリーズ － － － － － － － － －

第42シリーズ － － － － － － －6.7％ － －
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サブファンドＢ　円建てクラス

自2009年

８月３日

至2009年

12月31日

自2010年

１月１日

至2010年

12月31日

自2011年

１月１日

至2011年

12月31日

自2012年

１月１日

至2012年

12月31日

自2013年

１月１日

至2013年

12月31日

自2014年

１月１日

至2014年

12月31日

自2015年

１月１日

至2015年

12月31日

自2016年

１月１日

至2016年

12月31日

自2016年

11月１日

至2017年

10月31日

当初シリーズ 9.84％ 18.59％ －22.85％ 0.72％ －6.25％ 23.10％ －15.52％ －18.82％ 19.43％

第２シリーズ －2.87％ 2.33％ － － － － － － －

第３シリーズ －12.71％ 2.33％ － － － － － － －

第４シリーズ － 26.75％ － － － － － － －

第５シリーズ － －3.21％ － － － － － － －

第６シリーズ － 18.09％ － － － － － － －

第７シリーズ － 16.36％ － － － － － － －

第８シリーズ － 28.84％ － － － － － － －

第９シリーズ － 9.53％ － － － － － － －

第10シリーズ － 15.90％ －8.67％ － － － － － －

第11シリーズ － － 2.20％ － － － － － －

第12シリーズ － － －11.47％ － － － － － －

第13シリーズ － － －13.86％ － － － － － －

第14シリーズ － － －7.54％ － － － － － －

第15シリーズ － － －17.26％ － － － － － －

第16シリーズ － － －13.30％ － － － － － －

第17シリーズ － － －18.59％ －9.42％ － － － － －

第18シリーズ － － － －17.37％ － － － － －

第19シリーズ － － － －13.13％ － － － － －

第20シリーズ － － － －16.57％ － － － － －

第21シリーズ － － － －10.00％ － － － － －

第22シリーズ － － － －11.16％ － － － － －

第23シリーズ － － － －12.48％ － － － － －

第24シリーズ － － － － － － － － －

第25シリーズ － － － － － － － － －

第26シリーズ － － － － －18.30％ － － － －

第27シリーズ － － － － －16.37％ － － － －

第28シリーズ － － － － 1.97％ － － － －

第29シリーズ － － － － － － － － －

第30シリーズ － － － － 2.41％ － － － －

第31～38シリーズ － － － － － － － － －

第39シリーズ － － － － － － －18.45％ － －

第40シリーズ － － － － － － －17.34％ － －

第41シリーズ － － － － － － －17.06％ － －

第42シリーズ － － － － － － －3.88％ － －
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（注１）各シリーズの収益率の推移は、各運用開始日からの収益率の推移を表わしている。各シリーズの運用開始日はそれ

ぞれ以下のとおりである。

シリーズ 当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ 第４シリーズ 第５シリーズ

運用開始日 2009年８月３日 2009年10月１日 2009年12月１日 2010年２月１日 2010年４月１日

シリーズ 第６シリーズ 第７シリーズ 第８シリーズ 第９シリーズ 第10シリーズ

運用開始日 2010年６月１日 2010年７月１日 2010年８月１日 2010年10月１日 2010年12月１日

シリーズ 第11シリーズ 第12シリーズ 第13シリーズ 第14シリーズ 第15シリーズ

運用開始日 2011年２月１日 2011年４月１日 2011年６月１日 2011年７月１日 2011年８月１日

シリーズ 第16シリーズ 第17シリーズ 第18シリーズ 第19シリーズ 第20シリーズ

運用開始日 2011年10月１日 2011年12月１日 2012年２月１日 2012年４月１日 2012年６月１日

シリーズ 第21シリーズ 第22シリーズ 第23シリーズ 第24シリーズ 第25シリーズ

運用開始日 2012年７月１日 2012年８月１日 2012年10月１日 2012年12月１日 2013年２月１日

シリーズ 第26シリーズ 第27シリーズ 第28シリーズ 第29シリーズ 第30シリーズ

運用開始日 2013年４月１日 2013年６月１日 2013年７月１日 2013年８月１日 2013年10月１日

シリーズ 第31シリーズ 第32シリーズ 第33シリーズ 第34シリーズ 第35シリーズ

運用開始日 2013年12月１日 2014年２月１日 2014年４月１日 2014年６月１日 2014年７月１日

シリーズ 第36シリーズ 第37シリーズ 第38シリーズ 第39シリーズ 第40シリーズ

運用開始日 2014年８月１日 2014年10月１日 2014年12月１日 2015年２月１日 2015年４月１日

シリーズ 第41シリーズ 第42シリーズ  

運用開始日 2015年６月１日 2015年７月１日  

（注２）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注８）第43シリーズから第58シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

 

（注）他の二つのサブファンド（レッド及びブルー）は、新設ファンドであり運用が開始されていないため、現時点では

情報がない。
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＜訂正後＞

③　収益率の推移

サブファンドＡ　円建てクラス

自2009年

８月３日

至2009年

12月31日

自2010年

１月１日

至2010年

12月31日

自2011年

１月１日

至2011年

12月31日

自2012年

１月１日

至2012年

12月31日

自2013年

１月１日

至2013年

12月31日

自2014年

１月１日

至2014年

12月31日

自2015年

１月１日

至2015年

12月31日

自2016年

１月１日

至2016年

12月31日

自2017年

１月１日

至2017年

12月31日

当初シリーズ 6.02％ 15.55％ －16.46％ 4.66％ －10.53％ 16.13％ －16.00％ －15.04％ 18.42％

第２シリーズ －0.56％ 4.96％ － － － － － － －

第３シリーズ －9.06％ 4.96％ － － － － － － －

第４シリーズ － 22.55％ － － － － － － －

第５シリーズ － 0.76％ － － － － － － －

第６シリーズ － 12.01％ － － － － － － －

第７シリーズ － 11.25％ － － － － － － －

第８シリーズ － 22.67％ － － － － － － －

第９シリーズ － 8.87％ － － － － － － －

第10シリーズ － 10.10％ －1.86％ － － － － － －

第11シリーズ － － 7.84％ － － － － － －

第12シリーズ － － －3.89％ － － － － － －

第13シリーズ － － －7.39％ － － － － － －

第14シリーズ － － －1.72％ － － － － － －

第15シリーズ － － －9.55％ － － － － － －

第16シリーズ － － －6.23％ － － － － － －

第17シリーズ － － －16.77％ －3.03％ － － － － －

第18シリーズ － － － －11.48％ － － － － －

第19シリーズ － － － －9.53％ － － － － －

第20シリーズ － － － － － － － － －

第21シリーズ － － － －5.16％ － － － － －

第22シリーズ － － － －5.22％ － － － － －

第23シリーズ － － － －8.65％ － － － － －

第24シリーズ － － － 5.41％ －10.81％ － － － －

第25シリーズ － － － － －17.83％ － － － －

第26シリーズ － － － － － － － － －

第27シリーズ － － － － －14.76％ － － － －

第28シリーズ － － － － 2.36％ － － － －

第29シリーズ － － － － －3.21％ － － － －

第30～32シリーズ － － － － － － － － －

第33シリーズ － － － － － 16.07％ － － －

第34シリーズ － － － － － 21.55％ － － －

第35・36シリーズ － － － － － － － － －

第37シリーズ － － － － － 10.60％ － － －

第38シリーズ － － － － － － － － －

第39シリーズ － － － － － － －18.35％ － －

第40・41シリーズ － － － － － － － － －

第42シリーズ － － － － － － －6.7％ － －
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サブファンドＢ　円建てクラス

自2009年

８月３日

至2009年

12月31日

自2010年

１月１日

至2010年

12月31日

自2011年

１月１日

至2011年

12月31日

自2012年

１月１日

至2012年

12月31日

自2013年

１月１日

至2013年

12月31日

自2014年

１月１日

至2014年

12月31日

自2015年

１月１日

至2015年

12月31日

自2016年

１月１日

至2016年

12月31日

自2017年

１月１日

至2017年

12月31日

当初シリーズ 9.84％ 18.59％ －22.85％ 0.72％ －6.25％ 23.10％ －15.52％ －18.82％ 29.03％

第２シリーズ －2.87％ 2.33％ － － － － － － －

第３シリーズ －12.71％ 2.33％ － － － － － － －

第４シリーズ － 26.75％ － － － － － － －

第５シリーズ － －3.21％ － － － － － － －

第６シリーズ － 18.09％ － － － － － － －

第７シリーズ － 16.36％ － － － － － － －

第８シリーズ － 28.84％ － － － － － － －

第９シリーズ － 9.53％ － － － － － － －

第10シリーズ － 15.90％ －8.67％ － － － － － －

第11シリーズ － － 2.20％ － － － － － －

第12シリーズ － － －11.47％ － － － － － －

第13シリーズ － － －13.86％ － － － － － －

第14シリーズ － － －7.54％ － － － － － －

第15シリーズ － － －17.26％ － － － － － －

第16シリーズ － － －13.30％ － － － － － －

第17シリーズ － － －18.59％ －9.42％ － － － － －

第18シリーズ － － － －17.37％ － － － － －

第19シリーズ － － － －13.13％ － － － － －

第20シリーズ － － － －16.57％ － － － － －

第21シリーズ － － － －10.00％ － － － － －

第22シリーズ － － － －11.16％ － － － － －

第23シリーズ － － － －12.48％ － － － － －

第24シリーズ － － － － － － － － －

第25シリーズ － － － － － － － － －

第26シリーズ － － － － －18.30％ － － － －

第27シリーズ － － － － －16.37％ － － － －

第28シリーズ － － － － 1.97％ － － － －

第29シリーズ － － － － － － － － －

第30シリーズ － － － － 2.41％ － － － －

第31～38シリーズ － － － － － － － － －

第39シリーズ － － － － － － －18.45％ － －

第40シリーズ － － － － － － －17.34％ － －

第41シリーズ － － － － － － －17.06％ － －

第42シリーズ － － － － － － －3.88％ － －
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（注１）各シリーズの収益率の推移は、各運用開始日からの収益率の推移を表わしている。各シリーズの運用開始日はそれ

ぞれ以下のとおりである。

シリーズ 当初シリーズ 第２シリーズ 第３シリーズ 第４シリーズ 第５シリーズ

運用開始日 2009年８月３日 2009年10月１日 2009年12月１日 2010年２月１日 2010年４月１日

シリーズ 第６シリーズ 第７シリーズ 第８シリーズ 第９シリーズ 第10シリーズ

運用開始日 2010年６月１日 2010年７月１日 2010年８月１日 2010年10月１日 2010年12月１日

シリーズ 第11シリーズ 第12シリーズ 第13シリーズ 第14シリーズ 第15シリーズ

運用開始日 2011年２月１日 2011年４月１日 2011年６月１日 2011年７月１日 2011年８月１日

シリーズ 第16シリーズ 第17シリーズ 第18シリーズ 第19シリーズ 第20シリーズ

運用開始日 2011年10月１日 2011年12月１日 2012年２月１日 2012年４月１日 2012年６月１日

シリーズ 第21シリーズ 第22シリーズ 第23シリーズ 第24シリーズ 第25シリーズ

運用開始日 2012年７月１日 2012年８月１日 2012年10月１日 2012年12月１日 2013年２月１日

シリーズ 第26シリーズ 第27シリーズ 第28シリーズ 第29シリーズ 第30シリーズ

運用開始日 2013年４月１日 2013年６月１日 2013年７月１日 2013年８月１日 2013年10月１日

シリーズ 第31シリーズ 第32シリーズ 第33シリーズ 第34シリーズ 第35シリーズ

運用開始日 2013年12月１日 2014年２月１日 2014年４月１日 2014年６月１日 2014年７月１日

シリーズ 第36シリーズ 第37シリーズ 第38シリーズ 第39シリーズ 第40シリーズ

運用開始日 2014年８月１日 2014年10月１日 2014年12月１日 2015年２月１日 2015年４月１日

シリーズ 第41シリーズ 第42シリーズ  

運用開始日 2015年６月１日 2015年７月１日  

（注２）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注８）第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

（注９）サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年１月より運用が開始されたため、2017年12

月31日以前の情報がない。
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（４）販売及び買戻しの実績

＜訂正前＞

（前略）

 

（自2016年11月１日至2017年10月31日）

販売受益証券数

（口）

買戻受益証券数

（口）

発行済受益証券数

（口）

サブファンドＡ

（円建てクラス）

当初シリーズ
－

（－）

225,471

（225,471）

2,879,167

（2,879,167）

第２～42シリーズ
－

（－）

－

（－）

－

（－）

サブファンドＢ

（円建てクラス）

当初シリーズ
－

（－）

270,429

（270,429）

2,830,548

（2,830,548）

第２～42シリーズ
－

（－）

－

（－）

－

（－）

（注１）（　）は、本邦内で行われたものを内数で表している。

（注２）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注８）第43シリーズから第56シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

 

（注）他の二つのサブファンド（サブファンド・レッド及びサブファンド・ブルー）は、新設ファンドであり運用が開始されてい

ないため、現時点では実績がない。

 

＜訂正後＞

（前略）

 

（自2017年１月１日至2017年12月31日）

販売受益証券数

（口）

買戻受益証券数

（口）

発行済受益証券数

（口）

サブファンドＡ

（円建てクラス）

当初シリーズ
－

（－）

514,140

（514,140）

2,586,837

（2,586,837）

第２～42シリーズ
－

（－）

－

（－）

－

（－）

サブファンドＢ

（円建てクラス）

当初シリーズ
－

（－）

341,988

（341,988）

2,762,650

（2,762,650）

第２～42シリーズ
－

（－）

－

（－）

－

（－）

（注１）（　）は、本邦内で行われたものを内数で表している。

（注２）第２シリーズから第９シリーズまでの各シリーズは、2010年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注３）第10シリーズから第16シリーズまでの各シリーズは、2011年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注４）第17シリーズから第23シリーズまでの各シリーズは、2012年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注５）第24シリーズから第30シリーズまでの各シリーズは、2013年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注６）第31シリーズから第37シリーズまでの各シリーズは、2014年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注７）第38シリーズから第42シリーズまでの各シリーズは、2015年12月１日より当初シリーズに統合された。

（注８）第43シリーズから第60シリーズまでの各シリーズは発行されなかったため、上表においても省略されている。

（注９）サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年１月に運用が開始されたため、2017年12月末時点

では実績がない。
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第２　管理及び運営

４　受益者の権利等

（３）本邦における代理人

＜訂正前＞

（前略）

 

財務省関東財務局長に対する受益証券の当初募集に関する届出及び継続開示に関する代理人は、下記

のとおりとする。

東京都港区元赤坂一丁目２番７号　赤坂Ｋタワー

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士　　森　下　国　彦

電話番号　03（6888）1000

 

＜訂正後＞

（前略）

 

財務省関東財務局長に対する受益証券の当初募集に関する届出及び継続開示に関する代理人は、下記

のとおりとする。

東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

弁護士　　森　下　国　彦

電話番号　03（6775）1000

 

次へ
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第３　ファンドの経理状況

１　財務諸表

（１）貸借対照表

 

平成30年６月15日に提出した有価証券報告書の記載内容と同一内容に更新します。

有価証券報告書の記載内容は以下のとおりです。

 

１．スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン（2018年１月１日付でファンド名を「スーパー

ファンド・ジャパン」と変更。以下「第３　ファンドの経理状況」において「当ファンド」とい

う。）の2017年及び2016年12月31日に終了した期間の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認

められる会計原則に準拠して作成された財務書類を、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第５項但書の規定に従って日本文に翻訳して作成された

ものである。

 

２．当ファンドの2017年及び2016年12月31日に終了した期間の財務書類の原文は、本国における独立監査

人であり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定される外

国監査法人等をいう。）であるBDOケイマンリミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受

けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するものを添付のとお

り受領している。

 

３．BDOケイマンリミテッドの監査報告書に相当するものは、専らファンドによる利用にのみ供される。ま

た、同監査報告書に相当するものは、それぞれ2018年５月23日付及び2017年５月25日付で作成されて

おり、BDOケイマンリミテッドは、同日以降、それぞれの日付を延長するようないかなる性質の手続も

行っていない。

 

４．当ファンドの2017年及び2016年12月31日に終了した期間の原文の財務書類の一部は、米ドルで開示さ

れている。翻訳された日本文の財務書類には主要な金額について円換算額が併記されている。この日

本円による金額は、2018年５月31日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝

108.70円）を用いて換算され、千円未満を四捨五入して表示されている。したがって、合計数値は関

係数値の合計額と必ずしも一致しない。

 

５．本書に記載されている当ファンドの財務書類は、当ファンドのサブファンドＡ及びサブファンドＢ

（2018年１月１日付で、それぞれ「グリーンＡ」及び「グリーンＢ」と変更）に関するものである。

他のサブファンド（「グリーンＣ」、「レッド」及び「ブルー」）は2017年12月31日時点においてま

だ運用を開始していなかったため、財務書類は作成されていない。
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１　財務諸表

（１）貸借対照表

①　2017年12月31日終了年度

 

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンド Ａ

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：日本円）

 注記   

資産    

マスターファンド分別ポートフォリオＡへの投資 3  237,106,791

マスターファンド分別ポートフォリオＡからの未収金   660,092

現金   2,540

外貨建て現金（原価： 5,709,787円）   5,627,728

その他資産   990,523

   244,387,674

負債    

未払買戻し金   473,448

未払金及び未払費用 5,8,9,10  1,091,123

   1,564,571

    

純資産   242,823,103

    

    

第１シリーズ１口当たり純資産：発行済2,581,803口に基づく

（単位：日本円）   94.05円

（単位：オンス（金））   0.001オンス

    

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンド Ａ

損益計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 注記   

マスターファンド分別ポートフォリオＡから配分された

正味投資損失    

受取利息   229,352

費用   (14,953,961)

   (14,724,609)

    

サブファンド費用    

受託会社報酬 9  951,462

代行協会員報酬 8  1,260,683

事務管理報酬 10  678,336

専門家報酬   794,637

管理報酬 5  251,929

その他の費用   3,004,468

   6,941,515

    

正味投資損失   (21,666,124)

    

サブファンドの外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動    

外貨に係る正味実現損失   (516,935)

外貨に係る未実現損失の変動   (144,642)

   (661,577)

    

マスターファンド分別ポートフォリオＡから配分された投資及び外貨に
係る正味実現利益及び未実現利益の変動    

投資及び外貨に係る正味実現利益   59,620,689

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   5,294,201

   64,914,890

    

営業活動から生じた純資産の正味増加額   42,587,189

 

 

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンド Ａ

純資産変動計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

  

営業  

正味投資損失 (21,666,124)

投資及び外貨に係る正味実現利益 59,103,754

投資及び外貨に係る未実現利益の変動 5,149,559

 42,587,189

  

資本取引  

受益証券の買戻し (45,294,693)

 (45,294,693)

  

当期純資産減少額 (2,707,504)

  

期首純資産残高 245,530,607

  

期末純資産残高 242,823,103

  

  

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンドＢ

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：日本円）

 注記   

資産    

マスターファンド分別ポートフォリオＢへの投資 3  279,976,474

現金   12,326

外貨建て現金（原価：5,971,514円）   5,678,001

スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパンに対する債権   3,590,000

その他の資産   993,921

   290,250,722

負債    

前受申込金   3,590,000

未払買戻金   803,236

未払金及び未払費用 5,8,9,10  1,140,237

   5,533,473

    

純資産   284,717,249

    

第１シリーズ１口当たり純資産：発行済2,754,878口に基づく

（単位：日本円）   103.35円

（単位：オンス（金））   0.001オンス

    

    

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンドＢ

損益計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 注記   

マスターファンド分別ポートフォリオＢから配分された

正味投資損失    

 受取利息   344,850

費用   (16,449,703)

   (16,104,853)

    

サブファンド費用    

受託会社報酬 9  951,462

 代行協会員報酬 8  1,331,204

事務管理報酬 10  678,336

専門家報酬   802,408

管理報酬 5  266,025

その他の費用   3,088,524

   7,117,959

    

正味投資損失   (23,222,812)

    

サブファンドの外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動    

外貨に係る正味実現損失   (83,936)

 外貨に係る未実現損失の変動   (317,042)

   (400,978)

    

マスターファンド分別ポートフォリオＢから配分された投資及び外貨に
係る正味実現利益及び未実現利益の変動    

投資及び外貨に係る正味実現利益   86,523,129

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   4,693,959

   91,217,088

    

営業活動から生じた純資産の正味増加額   67,593,298

    

    

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンドＢ

純資産変動計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

  

営業  

正味投資損失 (23,222,812)

投資及び外貨に係る正味実現利益 86,439,193

投資及び外貨に係る未実現利益の変動 4,376,917

 67,593,298

  

資本取引  

受益証券の買戻し (27,565,549)

 (27,565,549)

  

当期純資産増加額 40,027,749

  

期首純資産残高 244,689,500

  

期末純資産残高 284,717,249

  

  

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン

 

財務諸表注記

2017年12月31日（単位：日本円）

 

１．設立及び主な活動

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン（以下、「当信託」という。）は、UBSファンド・

サービシズ（ケイマン）リミテッド（以下、「退任受託会社」という。）及びスーパーファンド・ジャパ

ン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下、「管理会社」という。）の間で締結された信託証書

（以下、「信託証書」という。）に従ってケイマン諸島の法律に基づいて設立された。当信託は、信託証

書に従ってケイマン諸島の信託法に基づいて2009年６月５日に組織され、2009年６月29日にケイマン諸島

のミューチュアル・ファンド法セクション４（１）（ｂ）に基づいて登録された。退任・指名・変更証書

に従い、2015年５月８日付でハーニーズ・フィデューシャリー（ケイマン）リミテッド（旧会社名：ハー

ニーズ・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」という。））が当信託の受託会社

に指名された。受託会社の当信託に関する主な営業拠点はケイマン諸島である。

当信託はオープン・エンド型のアンブレラ・ファンドであり、サブファンドＡ及びサブファンドＢ（以

下、それぞれ「サブファンド」という。）が設立されている。各サブファンドは独立した資産及び負債の

プールとして、他のサブファンドと分別して管理されている。サブファンドＡ及びサブファンドＢは「マ

スター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社である

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「マスターファンド」という。）の分別ポートフォリ

オに投資している。

マスターファンドは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン

諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC（以下、「アンダーライ

ング・マスターファンド」という。）のスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポート

フォリオに投資している。アンダーライング・マスターファンドは主に中長期トレンドに追随する戦略を

採用しており、流動性の高い、世界約150の金融及びコモディティ市場において取引を実行している。ま

た、さらなる分散を図るべく、アンダーライング・マスターファンドでは予想モデル、カウンター・トレ

ンド、短期トレンドフォローなどの短期的戦略も採用している。このマネージド・フューチャーズ戦略

は、相場の下落及び上昇局面のいずれにおいても、長期的に絶対リターンを確保することを目指してい

る。アンダーライング・マスターファンドにおけるマネージド・フューチャーズ戦略は、1996年３月以

来、長期に渡って良好な実績を収めており、完全自動化により効果的に人間の感情を排した独自のトレー

ディング・システムを基盤としている。全体のリスクは常に評価され、各トレーディング・ポジションは

市場のボラティリティに応じて連続的に調整される。長期では他の資産クラスとの相関が低いため、スー

パーファンド・グリーンの追加は全てのポートフォリオにとって有益となり得る。

2017年12月31日現在、サブファンドＡ及びサブファンドＢは、それぞれマスターファンドの分別ポート

フォリオＡのクラスＡ円建て参加型株式、及びマスターファンドの分別ポートフォリオＢのクラスＢ円建

て参加型株式の発行済み株式のすべてを保有していた。

管理会社は、代行協会員契約に従って、スーパーファンド・ジャパン株式会社（以下、「販売会社」と

いう。）を当信託の日本における代行協会員に選任している。代行協会員は１口当たり純資産価額を公表

し、日本証券業協会（以下、「JSDA」という。）に財務諸表を提出する責任がある。当信託の年次監査済

財務諸表は、日本における開示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれており、関

東財務局に提出されている。

マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの財務諸表は本報告書に含まれており、当

信託の財務諸表と共に読まれるべきである。
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２．重要な会計方針

当財務諸表は、米国会計基準審議会（以下、「FASB」という。）の会計基準編纂書（以下、「ASC」とい

う。）に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「GAAP」という。）に従って作

成されている。当信託はGAAPにおける投資会社に該当するため、FASB ASC 946「金融サービス－投資会

社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。当信託が適用した重要な会計方針は以下

のとおりである。

 

（ａ）見積りの使用

GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並

びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び

仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

 

（ｂ）マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資

マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初

は原価で測定され、当初認識後は公正価値で測定される。公正価値は、当信託に帰属する純資産（マス

ターファンドの事務管理会社により報告される。）に基づき決定される。投資に係る実現損益及び未実

現損益は、損益計算書に計上される。

マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投資に関する評価方針は、本報告書に

含まれているマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの財務諸表注記に記載されて

いる。

 

（ｃ）投資収益及び費用

各サブファンドは、期首現在のマスターファンドの分別ポートフォリオの純資産価額に対する持分割

合に基づき、マスターファンドの分別ポートフォリオの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の持

分相当額を、週次で損益計算書に計上している。また、各サブファンドの収益及び費用についても発生

主義で計上している。

 

（ｄ）１口当たり純資産価額

１口当たり純資産価額（以下、「１口当たりNAV」という。）は、円及び金の単位オンスの両方で表示

されており、特定のクラスに帰属するサブファンドの純資産価額を、計算時における当該クラスの発行

済み受益証券口数で除し、金の単位オンスで表示されている株式については、さらに評価日におけるロ

ンドンの金１オンス当たりの午前決め値で除することで計算される。
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（ｅ）受取利息及び支払利息

受取利息及び支払利息は発生主義で計上されている。

 

（ｆ）現金

現金は日本円建て及び外貨建ての要求払いの預金及び利付預金から構成されており、いずれも当初の

満期が３ヶ月以内で流動性が高いとみなされている。

 

（ｇ）外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで日

本円に換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで日本円に換算される。換算によって生じる実

現損益及び未実現損益は、損益計算書に含まれる。

当信託は投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じ

る損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益に含ま

れる。

 

（ｈ）法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当信託は、税制優遇措置法第６条

に従って、2059年６月５日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における税金

を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督より受け取っている。よって、法人税等に関する引当金はこ

れらの財務諸表に含まれていない。

当信託は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い

（50％超の確率）特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当信託は、すべ

ての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年

度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。

経営陣は当信託のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関して、

税務費用に係る負債又は税務便益に係る資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後

12ヶ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジション

も存在しないと考えている。

 

（ｉ）収益及び費用の配分

特定のサブファンドに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各サブ

ファンドに配分又は費用計上されている。その他の収益及び費用は、サブファンド間で比例配分される

か、あるいは受託会社の判断により配分されている。

 

（ｊ）未払買戻金

受益証券保有者又は当信託の選択により買戻される受益証券は、買戻しの通知が受理され、買戻金額

が決定された時点で未払買戻金に分類される。
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（k）前受申込金

前受申込金は申込みの通知を受理し、申込金額を受領した時点で計上されている。

 

（l）公正価値による投資の評価　－　定義及び階層

USGAAPは公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー

タの優先順位を、以下に説明される３つのレベルに分類している。

 

レベル１： 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価

格に基づく評価。レベル１の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割

引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手

可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ

いては重要な判断は必要とされない。

レベル２： 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的

に観察可能な価格に基づく評価。

レベル３： 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。

 

マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが保有する投資の公正価値の階層につい

ては、本報告書に含まれているそれぞれの財務諸表の注記に開示されている。

 

３．金融商品

当信託のアンダーライング・マスターファンドへの投資は、マスターファンドを通じて間接的に、アン

ダーライング・マスターファンドの投資対象である金融商品及び市場に関連する多様なリスクにさらされ

ている。

当信託がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。当信

託がさらされている金融リスクに関しては、アンダーライング・マスターファンドの財務諸表を参照のこ

と。

アンダーライング・マスターファンドが保有する投資に関する詳細（投資を公正価値で測定する際に用

いられる市場価格の観察可能性のレベルに関する内訳を含む。）については、本報告書に含まれているア

ンダーライング・マスターファンドの財務諸表の注記２に開示されている。

 

４．受益証券保有者資本

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 口数

サブファンドＡ  

第１シリーズ：  

　期首残高 3,091,483

　期中の買戻し (509,680)

 2,581,803

  

サブファンドＢ  

第１シリーズ：  
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　期首残高 3,054,638

　期中の買戻し (299,760)

 2,754,878

 

各サブファンドには、最低申込単位が設定されている。サブファンドＡは5,000口以上で100口ごとに申

込みが可能で、サブファンドＢは10,000口以上で100口ごとに申込みが可能である。販売会社は、管理会社

と協議のうえ、特定の申込みについてはこれらの条件の全体又は一部を免除することができる。

当信託は、各シリーズの純資産価額を計算するために、各シリーズについて分別された口座を維持して

いる。異なるシリーズの受益証券は発行日及びその後の各発行日に発行される予定である。信託証書に記

載されている場合を除き、すべての受益証券は平等であり、ほぼ同等の権利及び条件を有している。

受益証券の申込みには申込手数料が適用される。特定の投資家の申込みに適用される申込手数料は、当

該投資家による各シリーズの申込総額（以下、「購入金額」という。）に基づき決定される。各申込みに

適用される申込手数料は、購入金額に5.25％（税抜きでは５％）を上限とする料率を乗じた金額である。

管理会社は受託会社と協議の上、サブファンドのすべて又は一部のシリーズのすべて又は一部の受益証

券を、当該サブファンドの第１シリーズに統合することができる。当該統合の結果、割り当てられるシ

リーズの最小単位（１口）に満たない端数の受益証券が生じた場合、管理会社は受託会社及び販売会社と

協議の上、公正な統合方法を決定する。

受益証券保有者は、当信託の販売会社に書面による通知を提示することにより、毎月最終日付ですべて

又は一部の受益証券の買戻しを要求することができる。当該買戻しは、該当月の最終日に決定される受益

証券１口当たり純資産価額で行われる。

当初申込みから12ヶ月以内に買戻請求が行われるか、あるいは当信託による強制的な買戻しが行われる

場合、管理会社の単独の裁量により、当信託から受益証券保有者に対して、買戻価格の２％の買戻手数料

が請求される可能性がある。当該買戻手数料の請求は当信託の利益のために行われる。

管理会社の単独の裁量により認められる場合を除き、受益証券保有者は、いかなる状況においても、買

戻後の保有残高が各シリーズにおける最低当初投資額を下回るような一部買戻しを請求することはできな

い。

 

５．管理報酬

当信託の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である管理会社により管理されている。投

資顧問契約に基づいて、管理会社は、各サブファンドの純資産価額の0.1％（年率）相当の月次管理報酬を

後払いで受領している。

2017年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、サブファンドＡが61,402円

で、サブファンドＢが71,210円である。

 

６．成功報酬

各サブファンドのレベルで支払われる成功報酬はない。マスターファンドが支払う成功報酬について

は、本報告書に添付されているマスターファンドの財務諸表注記８に開示されている。

 

７．販売会社報酬

2017年12月31日に終了した年度において、各サブファンドのレベルで支払われた販売会社報酬はない。

マスターファンドが支払う販売会社報酬については、本報告書に添付されているマスターファンドの財務

諸表注記９に開示されている。

 

８．代行協会員報酬

販売会社は、各サブファンドの純資産価額の0.5％（年率）相当の報酬を受領する権利を有している。
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2017年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている各サブファンドの未払代行協会員報酬はサブ

ファンドＡが101,467円で、サブファンドＢが119,069円である。

 

９．受託会社報酬

2015年５月８日付で、ハーニーズ・フィデューシャリー（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」

という。）が、当信託の受託会社となった。

信託証書に規定されたとおり、当信託は、各サブファンドにつき年間8,500米ドルの報酬を受託会社に支

払うことに合意している。

2017年12月31日現在、サブファンドＡ及びＢに対する未払受託会社報酬はない。

 

10. 事務管理報酬

事務管理契約に基づいて、当信託はエイペックス・ファンド・サービシーズ（マルタ）リミテッド、ル

クセンブルグ支店（以下、「当管理会社」という。）に対し、毎月最終評価日において計算されたサブ

ファンドＡ及びＢそれぞれの事務管理報酬月間505米ドルを後払いで支払っている。

 

2017年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている各サブファンドの未払事務管理報酬はサブ

ファンドＡ及びＢそれぞれ505米ドルである。

 

11.関連当事者の取引

管理会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。管理会社及び販売会社に支払

われる報酬は、独立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。

 

12．公正価値

2017年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を

使用した。現金、外貨建て現金、未払買戻金並びに未払金及び未払費用を含む当信託の特定の金融商品に

関しては、これらの金融商品が直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正

価値に近似している。

公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見

積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮

定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。アンダーライング・マスターファンドが保

有する投資の公正価値測定の分類に関する情報については、アンダーライング・マスターファンドの財務

諸表を参照のこと。

 

13．財務ハイライト

 

サブファンドＡ（第１シリーズ）  

 （円）

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式１株に関して）
（１）

 

  

期首参加型株式１株当たりの純資産価額 79.42

  

投資事業による利益：  

正味投資損失 (7.38)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 22.01
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投資事業による利益合計 14.63

  

期末参加型株式1株当たり純資産価額 94.05円

  

総利回り
（２）

18.42％

  

補足情報：  

平均純資産比率  

営業費用及びその他費用合計 (8.69％)

正味投資損失 (8.60％)

 

（１）期中平均発行済み口数に基づく。

（２）各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 32/268



 

サブファンドＢ（第１シリーズ）  

 （円）

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式１株に関して）
（１）

 

  

期首参加型株式１株当たりの純資産価額 80.10

  

投資事業による利益：  

正味投資損失 (7.85)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 31.10

投資事業による利益合計 23.25

  

期末参加型株式１株当たり純資産価額 103.35円

  

総利回り
（２）

29.03％

  

補足情報：  

平均純資産比率  

営業費用及びその他費用合計 (8.86％)

正味投資損失 (8.73％)

 

（１）期中平均発行済み口数に基づく。

（２）各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。

 

14. 後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2018年５月23日

までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。

2017年12月31日の後、約415,512,334円の申込金が処理されており、このうち3,590,000円が前受金で

あった。また、約20,618,984円の買戻金が処理されており、このうち1,276,684円が期末日現在で未払いと

なっていた。

複数のスーパーファンドのファンド構造を、2018年１月１日付で統合する管理会社の計画に関する通知

が、2017年12月４日に受託会社から当信託の受益証券保有者に対して送付された。

2018年１月１日、当信託はスーパーファンド・ジャパンへ、サブファンドＡはスーパーファンド・グ

リーンＡジャパンへ、サブファンドＢはスーパーファンド・グリーンＢジャパンへとそれぞれ名称を変更

した。2017年12月31日時点で、サブファンドＡ及びサブファンドＢのシリーズ１が保有していた受益証券

は、2018年１月１日付でそれぞれスーパーファンド・グリーンＡジャパンのゴールド円・クラス及びスー

パーファンド・グリーンＢジャパンのゴールド円・クラスへ移管された。

ファンド構造統合の一環として、2017年９月26日付で受託会社は当信託の新たなサブファンドである

スーパーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンの２本を組成した。スー

パーファンド・ブルー・ジャパン及びスーパーファンド・レッド・ジャパンの資産は、2018年１月１日付

で正貨に基づく買戻し及び申込みによって、当信託のこれらの新たなサブファンドへと移管された。スー

パーファンド・グリーン・ワン・ジャパンの資産も、2018年１月１日付で当信託のサブファンドである

スーパーファンド・グリーンＢジャパンへ正貨に基づく買戻し及び申込みによって移管された。
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次へ
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

マスターファンドへの投資 4  5,757,226  625,810

マスターファンドからの未収買戻金   217,397  23,631

現金   3,046,539  331,159

外貨建て現金（原価：2,314米ドル）   2,402  261

ブローカーに対する債権 3  2,755,450  299,517

未決済先物契約に係る未実現利益 2(f),4,5  39,160  4,257

その他資産   79  9

   11,818,253  1,284,644

      

負債      

未払買戻金   203,317  22,101

未払金及び未払費用 7,9,10,11  54,715  5,948

   258,032  28,048

純資産   11,560,221  1,256,596

      

      

   米ドル  円

クラスＡ参加型株式１株当たり純資産：
発行済6,820.43株に基づく

（単位：米ドル）   845.47  91,902.59

（単位：オンス（金））   0.65オンス

      

クラスＡ２参加型株式１株当たり純資産：
発行済4,443.61株に基づく

（単位：米ドル）   830.34  90,257.96

（単位：オンス（金））   0.64オンス

      

クラスＡ（円）参加型株式１株当たり純資産：
発行済19,996.64株に基づく

（単位：円）  －  11,857.34

（単位：オンス（金））   0.08オンス

      

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

要約投資明細書

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 

銘柄（純資産における％） 満期日  想定元本  

公正価値

（米ドル）

      

先物契約（0.34％）      

金（0.34％） ２月18日  5,760,920  39,160

      

先物契約合計   米ドル  39,160

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

損益計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

マスターファンドから配分された正味投資損失      

収益   6,353  691

費用   (35,834) (3,895)

   (29,481) (3,205)

ファンド収益      

受取利息   1,307  142

   1,307  142

      

ファンド費用      

管理報酬 7  244,419  26,568

販売会社報酬 9  146,707  15,947

専門家報酬   8,735  949

事務管理報酬 10  9,696  1,054

取締役報酬   13,307  1,446

一般管理費   38,259  4,159

   461,123  50,124

正味投資損失   (489,297) (53,187)

      

ファンドの投資及び外貨に係る実現利益及び未実現利
益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   320,874  34,879

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   166,463  18,095

   487,337  52,974

      

マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
正味実現利益及び未実現利益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   1,697,098  184,475

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   213,311  23,187

   1,910,409  207,661

      

営業活動から生じた純資産の正味増加   1,908,449  207,448

      

      

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 37/268



 

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

純資産変動計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (489,297)  (53,187)

投資及び外貨に係る正味実現利益   2,017,972  219,354

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   379,774  41,281

   1,908,449  207,448

資本取引      

参加型株式の発行による収入：      

クラスＡ（米ドル）   4,221,436  458,870

参加型株式の買戻し：      

クラスＡ（米ドル）   (374,381)  (40,695)

クラスＡ２（米ドル）   (1,032,260)  (112,207)

クラスＡ（円）   (463,505)  (50,383)

   2,351,290  255,585

      

当期純資産増加額   4,259,739  463,034

      

期首純資産残高   7,300,482  793,562

      

期末純資産残高   11,560,221  1,256,596

 

期末純資産の内訳：  米ドル  千円

クラスＡ（米ドル）株式  5,766,467  626,815

クラスＡ２（米ドル）株式  3,689,691  401,069

クラスＡ（日本円）株式  2,104,063  228,712

  11,560,221  1,256,596

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

マスターファンドへの投資 4  2,134,724  232,044

現金   582,653  63,334

ブローカーに対する債権 3  109,130  11,862

未決済先物契約に係る未実現利益 2(f),4,5  4,450  484

その他資産   26  3

資産合計   2,830,983  307,728

      

負債      

未払金及び未払費用 7,9,10,11  13,883  1,509

   13,883  1,509

純資産   2,817,100  306,219

      

      

   米ドル  円

クラスＢ参加型株式１株当たり純資産：
発行済402.85株に基づく

（単位：米ドル）   825.66  89,749.24

（単位：オンス（金））   0.64オンス

      

   米ドル  円

クラスＢ（日本円）参加型株式１株当たり純資産：
発行済22,986.85株に基づく

（単位：円）  －  12,179.85

（単位：オンス（金））   0.08オンス

      

      

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

要約投資明細書

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 

銘柄（純資産における％） 満期日  想定元本  

公正価値

（米ドル）

      

先物契約（0.16％）      

金（0.16％） ２月18日  654,650  4,450

      

先物契約合計   米ドル  4,450

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

損益計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

マスターファンドから配分された
正味投資損失      

収益   3,121  339

費用   (17,349) (1,886)

   (14,228) (1,547)

ファンド収益      

受取利息   375  41

   375  41

ファンド費用      

管理報酬 7  78,465  8,529

販売会社報酬 9  47,096  5,119

事務管理報酬 10  7,272  790

専門家報酬   2,827  307

一般管理費   9,847  1,070

取締役報酬   4,307  468

   149,814  16,285

      

正味投資損失   (163,667) (17,791)

      

ファンドの投資及び外貨に係る実現利益及び未実現
利益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   46,348  5,038

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   23,447  2,549

   69,795  7,587

      

マスターファンドから配分された投資及び外貨に係る
実現利益及び未実現利益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   829,227  90,137

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   113,935  12,385

   943,162  102,522

      

営業活動から生じた純資産の正味増加   849,290  92,318

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

純資産変動計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (163,667) (17,791)

投資及び外貨に係る正味実現利益   875,575  95,175

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   137,382  14,933

   849,290  92,318

      

資本取引      

参加型株式の買戻し      

クラスＢ（米ドル）   (54,008) (5,871)

クラスＢ（日本円）   (296,831) (32,266)

   (350,839) (38,136)

      

当期純資産増加額   498,451  54,182

      

期首純資産残高   2,318,649  252,037

      

期末純資産残高   2,817,100  306,219

 

期末純資産の内訳：  米ドル  千円

クラスＢ（米ドル）株式  332,616  36,155

クラスＢ（円）株式  2,484,484  270,063

  2,817,100  306,219

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｃ

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

マスターファンドへの投資 4  207,889  22,598

マスターファンドからの未収買戻金   2,060  224

現金   49,730  5,406

その他資産   71  8

   259,750  28,235

負債      

未払金及び未払費用 7,9,10,11 9,265  1,007

   9,265  1,007

      

純資産   250,485  27,228

      

      

   米ドル  円

クラスＣ参加型株式１株当たり純資産：

発行済394.56株に基づく

（単位：米ドル）   634.85  69,008.20

（単位：オンス（金））   0.49オンス

      

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｃ

損益計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

マスターファンドから配分された

正味投資損失      

収益   6,423  698

費用   (40,233) (4,373)

   (33,810) (3,675)

ファンド費用      

管理報酬 7  143,749  15,626

販売会社報酬 9  86,282  9,379

専門家報酬   7,474  812

事務管理報酬 10  9,696  1,054

取締役報酬   11,386  1,238

一般管理費   14,792  1,608

   273,379  29,716

      

正味投資損失   (307,189) (33,391)

      

マスターファンドから配分された投資及び外貨に
係る正味実現利益及び未実現利益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   1,575,276  171,233

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   588,759  63,998

   2,164,035  235,231

営業活動から生じた純資産の正味増加   1,856,846  201,839

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｃ

純資産変動計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (307,189) (33,391)

投資及び外貨に係る正味実現利益   1,575,276  171,233

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   588,759  63,998

   1,856,846  201,839

      

資本取引      

参加型株式の買戻し：      

クラスＣ（米ドル）   (7,874,144) (855,919)

   (7,874,144) (855,919)

      

当期純資産減少額   (6,017,298) (654,080)

      

期首純資産残高   6,267,783  681,308

      

期末純資産残高   250,485  27,228

 

期末純資産の内訳：  米ドル  千円

クラスＣ（米ドル）株式  250,485  27,228

  250,485  27,228

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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財務諸表注記

2017年12月31日（単位：米ドル）

 

１．設立及び主な活動

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「当社」という。）は、2004年10月８日にケイマン

諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、2005年９月28日にケイマン諸島のミューチュア

ル・ファンド法に基づいて登録された。

当社の目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。当社

の資産は一般的な会社資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属

する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する

又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。

特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がな

い場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな

い。

当社は複数クラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを

提供している。クラスＡ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡの持

分）、クラスＢ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢの持分）、及

びクラスＣ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＣの持分）（以下、

総称して「ファンド」という。）。

分別ポートフォリオは「マスター・フィーダー」ファンド構造の一部であり、その資産のほぼすべてを

ケイマン諸島の適用免除有限会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターファンドSPC

（以下、「マスターファンド」という。）のスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポー

トフォリオに投資している。マスターファンドの財務諸表（要約投資明細表を含む。）は、本報告書に含

まれており、当社の財務諸表と共に読まれるべきである。

2017年12月31日現在、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡ（以下、「分別

ポートフォリオＡ」という。）、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢ（以下、

「分別ポートフォリオＢ」という。）及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＣ

（以下、「分別ポートフォリオＣ」という。）は、マスターファンドのそれぞれ44.32％、16.43％、及び

1.60％を保有している。

 

２．重要な会計方針

当財務諸表は、米国会計基準審議会（以下、「FASB」という。）の会計基準編纂書（以下、「ASC」とい

う。）に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「GAAP」という。）に従って作

成されている。当社はGAAPにおける投資会社に該当するため、FASB ASC 946「金融サービス－投資会社」

に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。当社が適用した重要な会計方針は以下のとお

りである。

 

（ａ）見積りの使用

GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並

びに偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮

定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

 

（ｂ）マスターファンドへの投資

マスターファンドへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初は原価で測定され、当

初認識後は公正価値で測定される。
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公正価値は、当社に帰属する純資産（実務的にはマスターファンドの事務管理会社により報告され

る。）が使用される。投資に係る実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。マス

ターファンドへの投資の評価は、本報告書に含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載されて

いる。

 

（ｃ）投資収益及び費用

各分別ポートフォリオは、マスターファンドの純資産価額に対する持分割合に基づき、マスターファ

ンドの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の変動の持分相当額を損益計算書に計上している。ま

た、各分別ポートフォリオの収益及び費用についても発生主義で計上している。

 

（ｄ）１株当たり純資産価額

１株当たり純資産価額（以下、「１株当たりNAV」という。）は、金の単位オンスで表示されており、

特定のクラスに帰属する分別ポートフォリオの純資産価額を、計算時における当該クラスの発行済み株

式数で除し、金の単位オンスで表示されている株式については、さらにロンドンの金１オンス当たりの

午前決め値で除することで計算される。

 

（ｅ）先物契約

未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー

カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及

び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。

 

（ｆ）公正価値による投資の評価　－　定義及び階層

USGAAPは公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー

タの優先順位を、以下に説明される３つのレベルに分類している。

 

レベル１： 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価

格に基づく評価。レベル１の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割

引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手

可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ

いては重要な判断は必要とされない。

レベル２： 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的

に観察可能な価格に基づく評価。

レベル３： 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。

 

下表は、上述の公正価値の階層に基づく2016年12月31日現在の当社の投資に係る評価の概要である。

 

分別ポートフォリオＡ  合計  レベル１  レベル２

未決済先物契約に係る未実現利益  39,160  39,160  －

合計  39,160  39,160  －

       

       

分別ポートフォリオＢ  合計  レベル１  レベル２

未決済先物契約に係る未実現利益  4,450  4,450  －

合計  4,450  4,450  －
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（ｇ）受取利息

受取利息は発生主義で計上される。

 

（ｈ）外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米

ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実

現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。

当社は投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じる

損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益の変動に

含まれている。

 

（ｉ）法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第６条の

規定に従って、2024年11月16日までの期間における将来の収益又は利益に関する現地におけるすべての

税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金

は当財務諸表に含まれていない。

当社は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い

（50％超の確率）特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべて

の主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年度

とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。

経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関する未認

識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後12ヶ月の間に未認

識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しないと考

えている。

 

（ｊ）収益及び費用の配分

特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、

該当する分別ポートフォリオに対して配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポート

フォリオ間で比例配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。

 

（ｋ）未払買戻金

保有者又は当社の選択により買い戻される株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定した時点で未

払買戻金として分類される。

 

（ｌ）相殺

金融資産及び負債（未決済先物契約に係る未実現損益を含む。）は、当社が認識された金額を相殺す

る法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺され、純

額で貸借対照表に計上される。当期、当社は相殺の要件を満たしていない。

 

３．ブローカーに対する債権

ブローカーに対する債権には、ＡＤＭインベスター・サービシズ・インクに預けている現金残高（未決

済の証券取引に関する未払金控除後）が含まれ、未決済先物契約に関して担保として差し入れられている

証拠金が分別ポートフォリオＡに関して193,600米ドル及び分別ポートフォリオＢに関して22,000米ドル含

まれている。2017年12月31日現在、ブローカーに対する債権には、分別ポートフォリオＡ及び分別ポート

フォリオＢの未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。
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４．金融商品

市場リスク、信用リスク及び流動性リスク

通常の事業の過程において、当社は、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々な金融商品を

売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。

市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、当社の保有しているポジ

ションに影響を及ぼすリスクである。当社は、直接及びマスターファンドが保有し、市場価格で評価され

ている金融商品に関して市場リスクにさらされている。

投資戦略の一環として、当社は先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所で売買されて

おり、現金又は市場性のある有価証券による証拠金（担保）が要求される。証拠金は日次で時価評価され

る先物契約の価値の変動を反映するために調整される。

市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変

動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株

式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、当社の投資収益率が

上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。

先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済

事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠

金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。

その結果、先物契約における比較的少額の価格変動が契約当事者に多額の損失を発生させる可能性があ

る。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、１日の取

引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この１日の取引における価格変動の

制限値を超えて価格が変動した場合、当社は不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損

失を被る可能性がある。

信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商

品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関

の履行保証を受けていないためである。当社のマスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は取引所

外の取引である。

投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス

ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ

レッジの利用により、マスターファンドが投資した株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方

で、当該資本の損失リスクも増える。

スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク（以下、「投資顧問会社」という。）が当社の

投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設

定している。

当社は、マスターファンドへの投資により、間接的に、マスターファンドの投資対象である金融商品及

び市場に関連する多様なリスクにさらされている。

当社がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。当社が

さらされている金融リスクに関しては、マスターファンドの財務諸表の注記４を参照のこと。

マスターファンドは、投資運用戦略に基づき、様々なデリバティブ及び非デリバティブ金融商品のポジ

ションを維持している。2017年12月31日現在のマスターファンドの投資ポートフォリオには、先物契約及

び先渡契約が含まれている。

マスターファンドへの投資は、公正価値で計上されており、当該公正価値はマスターファンドに帰属す

る純資産（マスターファンドの事務管理会社により報告される。）に基づいている。マスターファンド

は、マスターファンドの収益、費用、並びに実現及び未実現利益及び損失の持分相当額を計上している。
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マスターファンドが保有する投資に関する詳細（投資を公正価値で測定する際に用いられる市場価格の

観察可能性のレベルに関する内訳を含む。）については、添付されているマスターファンドの財務諸表注

記に開示されている。

 

５．デリバティブ契約

当社はトレーディング目的で金先物取引を行っているため、当社がさらされている主要なリスク・エク

スポージャーは金の価格である。これらのリスクに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体

又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされている。

当社はデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されている。2017年12

月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブ契約の詳細（2017年12月31日に終了した年度

におけるこれらのデリバティブ契約に関連する損益を含む。）については、マスターファンドの財務諸表

の注記５を参照のこと。

2017年12月31日現在における金先物契約の公正価値は要約投資明細表に含まれている。下表は、2017年

12月31日に終了した年度の損益計算書において、投資及び外貨に係る正味実現利益（損失）、並びに投資

及び外貨に係る未実現利益（損失）の変動に含まれている、金先物に係る利益及び損失を示したものであ

る。

 

 

 資産

デリバティブ
 想定元本  

未実現利益

（損失）
 

実現利益

（損失）

  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

先物契約         

分別ポートフォリオＡ  39,160  5,760,920  172,240  302,480

分別ポートフォリオＢ  4,450  654,650  25,240  43,410

  43,610  6,415,570  197,480  345,890

 

2017年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中における当社の

デリバティブ取引高を示している。

 

６．株式資本

 米ドル

授権株式：  

１株当たり額面0.01米ドルの発起人株式100株 1

１株当たり額面0.01米ドルの参加型株式4,999,900株 49,999

 50,000
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 株式数

発行済み及び全額払込済み：  

　発起人株式 1

  

分別ポートフォリオＡ  

クラスＡ参加型株式：  

　期首残高 2,219.30

　期中の発行 5,092.63

　期中の買戻し (491.50)

　期末残高 6,820.43

  

分別ポートフォリオＡ  

クラスＡ２参加型株式：  

　期首残高 5,799.15

　期中の買戻し (1,355.54)

　期末残高 4,443.61

  

分別ポートフォリオＡ  

クラスＡ（円）参加型株式：  

　期首残高 24,692.16

　期中の買戻し (4,695.52)

　期末残高 19,996.64

  

 

 株式数

分別ポートフォリオＢ  

クラスＢ参加型株式：  

　期首残高 477.89

　期中の発行 (75.04)

　期末残高 402.85

  

分別ポートフォリオＢ  

クラスＢ（円）参加型株式：  

　期首残高 26,091.35

　期中の買戻し (3,104.50)

　期末残高 22,986.85

  

分別ポートフォリオＣ  

クラスＣ参加型株式：  

　期首残高 14,328.18

　期中の買戻し (13,933.62)

　期末残高 394.56
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発起人株式

発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起

人株式は、１株当たり１票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる

が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。2017年12月31日現在、当社の発起人

株式は、当社の投資顧問会社の株主によって保有されている。

 

参加型株式

クラスＡ、クラスＡ２、クラスＢ及びクラスＣ参加型株式は、それぞれの１株当たり純資産価額で毎週

発行される。分別ポートフォリオＡ及びＢには日本円建て株式クラスがあるが、その他の株式クラスはす

べて米ドル建てである。クラスＡ、クラスＢ及びクラスＣ参加型株式の申込みは米ドル、日本円、ユーロ

又はスイスフランで受け付けられているが、当社は受領した申込金を米ドル又は日本円に転換している

（該当する株式クラスの通貨に応じて）。

米ドル建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスＡ参加型株式は5,000米ド

ル、クラスＡ２参加型株式は20,000米ドル、クラスＢ参加型株式は50,000米ドル及びクラスＣ参加型株式

は100,000米ドルである。日本円建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスＡ

参加型株式は500,000円及びクラスＢ参加型株式は5,000,000円である。

取締役は、単独の裁量により、これらの最低当初申込金額を下回る金額で当初申込を受け付けることが

できる。参加型株式は、毎週水曜日の前営業日、又は毎月最終週の最終営業日、毎月の最終営業日、又は

取締役がその時々に決定する日に、該当する分別ポートフォリオの１株当たり純資産価額で買い戻すこと

ができるが、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の株

主は、保有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、配当を受け取る権利を有している。

株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ

て、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において４分の３以上の同意により可決した特別決

議の承認をもって変更することができる。

当社が解散する際に、分別ポートフォリオ及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債権者

及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの額面

金額返済に使用され、残りは各分別ポートフォリオの純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当

てられる。

各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別

ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資

産価額に基づき各クラスに比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払わ

れる。

2017年12月31日現在、クラスＡ参加型株式136.17株、クラスＡ（円）参加型株式19,996.63株及びクラス

Ｂ（円）参加型株式22,986.85株が関連当事者によって保有されている。

 

７．管理報酬

当社の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理されている。

投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の

３％（年率）の管理報酬を月次で後払いで受領している。

2017年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、分別ポートフォリオＡに関

しては27,049米ドル、分別ポートフォリオＢに関しては6,502米ドル、及び分別ポートフォリオＣに関して

は583米ドルである。

 

８．成功報酬

投資顧問会社はまた、それぞれの株式クラスに関して年度末で有効な投資顧問契約の定義に基づき、各

株式クラスの１株当たり純資産価額が過去の最高水準を上回った部分について、分別ポートフォリオＡは
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増加分の20％、分別ポートフォリオＢは増加分の25％、及び分別ポートフォリオＣは増加分の30％を成功

報酬として受け取る権利を有している。成功報酬は、分別ポートフォリオに関するその他のすべての報酬

及び費用を控除後の純資産価額に基づいて計算され、月次で支払われる。

2017年12月31日現在、分別ポートフォリオＡ、Ｂ及びＣに関する支払済成功報酬又は未払成功報酬の残

高はない。

 

９．販売報酬

共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ

ンベストメント・インク（以下、「販売会社」という。）は、当社株式の販売会社として業務を行ってお

り、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の1.8％（年率）相当の販売報酬を月次で後払いで受

け取る権利を有している。

2017年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払販売報酬は、分別ポートフォリオＡに関

しては16,235米ドル、分別ポートフォリオＢに関しては3,902米ドル、及び分別ポートフォリオＣに関して

は350米ドルである。

販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して７％を上限とした申込手数料を受け取る権利を有し

ている。

2017年12月31日現在、分別ポートフォリオＡ、Ｂ及びＣに関する未払申込手数料はない。

 

10．事務管理報酬

事務管理契約に基づいて、当社はエイペックス・ファンド・サービシーズ（マルタ）リミテッド、ルク

センブルグ支店（以下、「当管理会社」という）に対し、毎月最終評価日において計算された事務管理報

酬を後払いで支払っており、金額は分別ポートフォリオＡが月間808米ドル、分別ポートフォリオＢが月間

606米ドル、分別ポートフォリオＣが月間808米ドルである。

2017年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は、分別ポートフォリオＡ

が824米ドル、分別ポートフォリオＢが618米ドル、分別ポートフォリオＣが824米ドルである。

 

11．株式買戻手数料

当初申込から12ヶ月以内にクラスＡ、クラスＢ又はクラスＣ参加型株式の買戻しが行われるか、あるい

は取締役による強制的な買戻しが行われる場合、取締役の判断により、買戻価格の２％の買戻手数料が請

求され、投資顧問会社に支払われる可能性がある。

クラスＡ２参加型株式の買戻しが行われるか、あるいは取締役による強制的な買戻しが行われる場合、

取締役の判断により、以下のとおり買戻価格に対する買戻手数料が請求され、投資顧問会社に支払われ

る。

・　当初申込から12ヶ月以内に買戻しが行われる場合、５％の買戻手数料

・　当初申込から24ヶ月以内に買戻しが行われる場合、４％の買戻手数料

・　当初申込から36ヶ月以内に買戻しが行われる場合、３％の買戻手数料

・　当初申込から48ヶ月以内に買戻しが行われる場合、２％の買戻手数料

・　当初申込から60ヶ月以内に買戻しが行われる場合、１％の買戻手数料

・　当初申込から60ヶ月を超えて買戻しが行われる場合、買戻手数料なし

2017年12月31日現在、分別ポートフォリオＡに関する未払買戻手数料は211米ドルであった。分別ポート

フォリオＢ及びＣに関する未払買戻手数料はない。

 

12．関連当事者間取引

投資顧問会社及び販売会社は共通の支配下にある関連当事者である。投資顧問会社及び販売会社に対す

る未払報酬は、独立した第三者間の交渉により設定されたものではない。投資顧問会社に対して支払われ
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る成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又はより投機的な投資を行う誘因となる可

能性がある。

ファンドはスーパーファンドの投資会社グループの一部である関連プライベート投資ファンドへの投資

を実行した。投資売却収入は分別ポートフォリオＡが3,021,700米ドル、分別ポートフォリオＢが303,150

米ドルであり、投資に係る実現利益は分別ポートフォリオＡが19,110米ドル、分別ポートフォリオＢが

1,917米ドルであった。2017年12月31日現在、このような投資は保有していない。

 

13．公正価値

2017年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を

使用した。現金、未払金及び未払費用、並びに未払買戻金を含む当社の特定の金融商品に関しては、これ

らの金融商品が直ちに決済される又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似してい

る。

先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい

るため、帳簿価額は公正価値に近似している。

公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見

積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮

定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。マスターファンドが保有する投資の公正価

値測定の分類に関する情報については、マスターファンドの財務諸表注記を参照のこと。
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14．財務ハイライト

 

分別ポートフォリオＡ－クラスＡ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

 

  

期首１株当たり純資産価額 664.43

  

投資事業による収益  

正味投資損失 (46.41)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 227.45

投資事業による利益合計 181.04

  

期末１株当たり純資産価額 845.47

  

総利回り
（２）

27.25％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (6.14)％

  

正味投資損失 (6.04)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＡ－クラスＡ２ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

 

  

期首１株当たり純資産価額 652.53

  

投資事業による収益  

正味投資損失 (44.45)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 222.26

投資事業による利益合計 177.81

  

期末１株当たり純資産価額 830.34

  

総利回り
（２）

27.25％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (6.11)％

  

正味投資損失 (6.01)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＡ－クラスＡ（円） 円

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

 

  

期首１株当たり純資産価額 9,671.37

  

投資事業による収益  

正味投資損失 (633.08)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 2,819.05

投資事業による利益合計 2,185.97

  

期末１株当たり純資産価額 11,857.34

  

総利回り
（２）

22.60％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (6.12)％

  

正味投資損失 (6.12)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＢ－クラスＢ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

 

  

期首１株当たり純資産価額 595.54

  

投資事業による収益  

正味投資損失 (43.76)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 273.88

投資事業による利益合計 230.12

  

期末１株当たり純資産価額 825.66

  

総利回り
（２）

38.64％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (6.40)％

  

正味投資損失 (6.26)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＢ－クラスＢ（円） 円

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

 

  

期首１株当たり純資産価額 9,121.17

  

投資事業による収益  

正味投資損失 (643.48)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 3,702.16

投資事業による利益合計 3,058.68

  

期末１株当たり純資産価額 12,179.85

  

総利回り
（２）

33.53％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (6.39)％

  

正味投資損失 (6.26)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＣ－クラスＣ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

 

  

期首１株当たり純資産価額 437.44

  

投資事業による収益  

正味投資損失 (32.37)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 229.78

投資事業による利益合計 197.41

  

期末１株当たり純資産価額 634.85

  

総利回り
（２）

45.13％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (6.46)％

  

正味投資損失 (6.33)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。

 

 

15．後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2018年５月23日

までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。

2017年12月31日より後に約1,806,942米ドルの申込みが処理された。また、約757,437米ドルの買戻しが

処理され、うち期末日現在で203,317米ドルが未払いとなっている。

次へ
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

現金   2,067,063  224,690

ブローカーに対する債権 3  45,257,081  4,919,445

未決済先物契約に係る未実現利益 2(d),4,5  908,489  98,753

未決済先渡契約に係る未実現利益 2(d),4,5  42,121  4,579

その他の資産   176  19

   48,274,930  5,247,485

負債      

ブローカーに対する債務 3  34,518,800  3,752,194

未決済先物契約に係る未実現損失 2(d),4,5  482,535  52,452

未決済先渡契約に係る未実現損失 2(d),4,5  45,044  4,896

未払買戻金   219,458  23,855

未払金及び未払費用 8  17,672  1,921

   35,283,509  3,835,317

      

純資産   12,991,421  1,412,167

      

      

   米ドル  円

参加型株式１株当たり純資産：

発行済7,134.41株に基づく   1,820.95  197,937.27

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

要約投資明細書

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

銘柄（純資産における％） 満期  想定元本  公正価値

      

先物契約（7.00％）      

      

債券先物（0.47％） 2018年３月  15,905,562  60,416

通貨（1.07％） 2018年３月  11,328,093  139,192

エネルギー（1.06％） 2018年１～12月  3,713,037  138,324

食品／繊維／木材／ゴム（0.45％） 2018年２～５月  5,013,428  57,992

インデックス（2.08％） 2018年１～３月  29,300,089  270,533

畜類（0.00％） 2018年２月  57,420  200

金属（0.86％） 2018年３月  3,084,663  111,138

金（1.01％） 2018年２～10月  3,813,483  130,694

      

先物契約に係る未実現利益   米ドル 908,489

 

銘柄（純資産における％） 満期  想定元本  公正価値

      

先物契約（－3.72％）      

      

債券先物（－1.03％） 2018年３月  46,327,755  (133,326)

通貨（－0.08％） 2018年３月  1,096,789  (9,747)

エネルギー（－0.45％） 2018年２～５月  953,990  (57,940)

食品／繊維／木材／ゴム（－0.98％） 2018年３月  3,106,536  (127,779)

インデックス（－0.63％） 2018年１～３月  5,915,787  (81,525)

畜類（－0.01％） 2018年２月  194,480  (1,930)

金属（－0.54％） 2018年３～10月  1,790,581  (70,288)

      

先物契約に係る未実現損失   米ドル (482,535)

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

要約投資明細書（続き）

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

銘柄（純資産における％） 満期  想定元本  公正価値

     

先渡契約（0.32％）      

      

外国為替（0.32％） 2018年３月  3,397,855  42,121

      

先渡契約に係る未実現利益   米ドル  42,121

 

 満期  想定元本  公債価値

銘柄（純資産における％）      

      

先渡契約（－0.35％）      

      

外国為替（－0.35％） 2018年３月  4,524,100  (45,044)

      

先渡契約に係る未実現損失   米ドル  (45,044)

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

損益計算書

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

収益      

受取利息   18,182  1,976

   18,182  1,976

費用      

事務管理報酬 8  27,775  3,019

その他費用   21,865  2,377

専門家報酬   14,277  1,552

支払利息   16,912  1,838

取締役報酬   20,000  2,174

   100,829  10,960

正味投資損失   (82,647) (8,984)

      

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の
変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   4,468,139  485,687

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   912,553  99,195

   5,380,692  584,881

営業活動から生じた純資産の正味増加   5,298,045  575,897

 

 

添付の財務諸表注記参照。

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 64/268



スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

純資産変動計算書

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (82,647) (8,984)

投資及び外貨に係る正味実現利益   4,468,139  485,687

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   912,553  99,195

   5,298,045  575,897

      

資本取引      

参加型株式の発行   6,740,271  732,667

参加型株式の買戻し   (10,608,774) (1,153,174)

   (3,868,503) (420,506)

      

当期純資産増加額   1,429,542  155,391

      

期首純資産残高   11,561,879  1,256,776

      

期末純資産残高   12,991,421  1,412,167

 

添付の財務諸表注記参照。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 65/268



財務諸表注記

2017年12月31日現在（単位：米ドル）

 

１．設立及び主な活動

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC（以下、「マスターファンド」という。）は、

2004年９月６日にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、2013年６月12日にケイ

マン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。

マスターファンドの目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成すること

である。マスターファンドはその資産を金先物を含む様々な種類の先物契約に投資し、また金現物にも投

資することができる。

マスターファンドの資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォ

リオに帰属する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオ

に帰属する又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではないマスター

ファンドの資産である。特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポート

フォリオに十分な資産がない場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産

が遡求対象となることはない。2017年12月31日現在、マスターファンドは一般資産を保有していない。

2017年12月31日現在、マスターファンドが保有している分別ポートフォリオは、2006年に設立された

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオの１種類である。マスターファン

ドは、その資産を金先物を含む様々な先物に投資し、また金現物にも投資することができる。マスター

ファンドの株式は、「マスター・フィーダー」構造の一部として、スーパーファンド・グリーン・ゴール

ドSPC（以下、「フィーダー・ファンド」という。）に販売されている。フィーダー・ファンドは、複数ク

ラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを提供している。

クラスＡ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡの持分）、クラスＢ

参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢの持分）、及びクラスＣ参加

型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＣの持分）。2017年12月31日現在、

スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡ、スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオＢ及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＣは、マスター

ファンドのそれぞれ44.32％、16.43％、及び1.60％を保有していた。

 

２．重要な会計方針

当財務諸表は、米国会計基準審議会（以下、「FASB」という。）の会計基準編纂書（以下、「ASC」とい

う。）に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「GAAP」という。）に従って作

成されている。マスターファンドはGAAPにおける投資会社に該当するため、FASB ASC 946「金融サービス

－投資会社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。マスターファンドが適用した重

要な会計方針は以下のとおりである。

 

（ａ）見積りの使用

GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並び

に偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を

行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

 

（ｂ）先物契約

未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブローカー

が提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及び未実

現損益の変動は、損益計算書に計上される。
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（c）先渡契約

未決済先渡契約は、契約価格と、該当する公表フォワード・レートとの差額として計算された市場価値

にて計上される。実現損益と未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。

 

（d）公正価値による投資の評価　－　定義及び階層

USGAAPは公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力データ

の優先順位を、以下に説明される３つのレベルに分類している。

 

レベル１： 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価

格に基づく評価。レベル１の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割

引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手

可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ

いては重要な判断は必要とされない。

レベル２： 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的

に観察可能な価格に基づく評価。

レベル３： 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。

 

下表は、上述の公正価値の階層に基づく2015年12月31日現在のマスターファンドの投資に係る評価の要

約である。

 

資産  合計  レベル１  レベル２

       

未決済先物契約に係る未実現利益  908,489  908,489  －

未決済先渡契約に係る未実現利益  42,121  －  42,121

合計 ＄ 950,610  908,489  42,121
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負債  合計  レベル１  レベル２

       

未決済先物契約に係る未実現損失  (482,535)  (482,535) －

未決済先渡契約に係る未実現損失  (45,044)  －  (45,044)

合計 ＄ (527,579)  (482,535) (45,044)

 

（e）受取利息及び支払利息

受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。

 

（f）外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米ド

ルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実現損

益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。

マスターファンドは投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価

格の変動により生じる損益を区別していない。このような変動は、損益計算書の投資及び外貨に係る正味

実現利益（損失）及び未実現利益（損失）の変動に含まれる。

 

（g）法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、マスターファンドは、税制優遇措置

法第６条の規定に従って、2024年10月26日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地

における税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する

引当金は当財務諸表に含まれていない。

マスターファンドは、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能

性が高い（50％超の確率）特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。マスター

ファンドは、すべての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。

税務調査対象年度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる

年度である。

経営陣はマスターファンドのタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに

関する未認識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後12ヶ月の

間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しな

いと考えている。

 

（h）収益及び費用の配分

特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各

分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で比例

配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。

 

（i）相殺

金融資産及び負債（未決済先物契約に係る未実現損益を含む。）は、マスターファンドが認識された金

額を相殺する法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺

され、純額で貸借対照表に計上される。当期、マスターファンドは相殺の要件を満たしていない。
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３．ブローカーに対する債権及び債務

ブローカーに対する債権及び債務には、ＡＤＭインベスター・サービシズ・インク及びＩＮＴＬ・ＦＣ

ストーン・ファイナンシャル・インクに預けている現金残高が含まれ、未決済先物契約及び先渡契約に関

して担保として差し入れられている証拠金3,670,504米ドルが含まれる。2017年12月31日現在、ブローカー

に対する債権・債務には、未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。

 

４．金融商品

市場リスク、信用リスク及び流動性リスク

通常の事業の過程において、マスターファンドは、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可

能性のある様々な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。

市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、マスターファンドの保有

しているポジションに影響を及ぼすリスクである。マスターファンドは、市場価格で評価されている金融

商品に関する市場リスクにさらされている。

投資戦略の一環として、マスターファンドは先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所

で売買されており、現金又は市場性のある有価証券による証拠金（担保）が要求される。証拠金は日次で

時価評価される先物契約の価値の変動を反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の

履行に関する相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所である。

マスターファンドは先渡契約を締結している。先渡契約の場合、契約期間終了時まで様々な契約相手先

について未実現評価益に係る信用リスク（但し担保分を除いた額）を内包する。マスターファンドは、先

渡契約については、取引を信用に値する契約相手先に限定することにより信用リスクの軽減を図ってい

る。

市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変

動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株

式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、マスターファンドの

投資収益率が上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。

信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商

品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関

の履行保証を受けていないためである。マスターファンドは信用リスクの影響を最小限に抑えるために多

数のブローカーを利用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、マスター

ファンドの信用リスクの集中について問題はないと考えている。

先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済

事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠

金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。

その結果、先物契約における比較的少額の価格変動がマスターファンドに多額の損失を発生させる可能

性がある。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、１

日の取引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この１日の取引における価格

変動の制限値を超えて価格が変動した場合、マスターファンドは不利なポジションを即時に処分すること

ができず、多額の損失を被る可能性がある。

投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス

ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ

レッジの利用により、マスターファンドに投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方

で、当該株主資本の損失リスクも増える。

スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク（以下、「投資顧問会社」という。）が、マス

ターファンドの投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針

及び制限値を設定している。

 

５．デリバティブ契約
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マスターファンドは様々な先物契約及び先渡契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商

品は主に金利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。これらのリス

クに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別の

リスクにもさらされている。

マスターファンドはデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されてい

る。2017年12月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブの公正価値は、貸借対照表に個

別項目として記載されている。

下表は、2017年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種

類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表の未決済先物契約及び未決済先渡契約に係る

未実現損益に含まれている。また下表は、デリバティブに関する実現損益及び未実現損益を契約種類ごと

に示しており、当該金額は損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現損益並びに投資及び外貨に係る未実

現損益の変動に含まれている。

 

また下表は、2017年12月31日現在の未決済契約の想定元本も契約種類ごとに示している。

 

  

デリバティブ

資産  想定元本  

デリバティブ

負債  想定元本  未実現損益  実現損益

  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

先物契約             

債券先物  60,416  15,905,562  (133,326) 46,327,755  (106,141) 170,823

通貨  139,192  11,328,093  (9,747) 1,096,789  168,404  (59,765)

エネルギー  138,324  3,713,037  (57,940) 953,990  25,362  62,092

食品／繊維／

木材／ゴム  57,992  5,013,428  (127,779) 3,106,536  (71,329) 47,037

インデックス  270,533  29,300,089  (81,525) 5,915,787  46,480  4,015,853

畜類  200  57,420  (1,930) 194,480  95,100  (119,370)

金属  111,138  3,084,663  (70,288) 1,790,581  106,116  47,988

金  130,694  3,813,483  -  -  521,872  573,869

合計  908,489  72,215,775  (482,535) 59,385,918  785,864  4,738,527

 

  

デリバティブ

資産  想定元本  

デリバティブ

負債  想定元本  未実現利益  実現損益

  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

先渡契約             

外国為替  42,121  3,397,855  (45,044)  4,524,100  18,538  (64,258)

合計  42,121  3,397,855  (45,044)  4,524,100  18,538  (64,258)

 

2017年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中におけるマス

ターファンドのデリバティブ取引高を示している。
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６．株式資本

 

授権株式：  

１株当たり額面0.01米ドルの参加型株式5,000,000株 50,000米ドル

 

  株式数

参加型株式：   

　期首残高  10,168.24

　期中の発行  3,961.01

　期中の買戻し  (6,994.84)

期末残高  7,134.41

 

参加型株式

参加型株式には議決権が与えられており、各歴月の最初の営業日又は取締役会の定める日に、各分別

ポートフォリオの１株当たり純資産価額で買戻すことができる。参加型株式の株主は、保有株式に対して

払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。

株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ

て、あるいは分別ポートフォリオの株主総会において４分の３以上の同意により可決した特別決議の承認

をもって変更することができる。

マスターファンドが解散する際、分別ポートフォリオ及び一般資産は、それぞれ分別ポートフォリオ債

権者及び一般債権者の債権に対して支払われる。一般資産の残高がある場合は、各分別ポートフォリオの

純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当てられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有株式

数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が

存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資産価額に基づき各クラスに比例配分された

後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払われる。

 

７．公正価値

2017年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を

使用した。現金並びに未払金及び未払費用を含むマスターファンドの一部の金融商品に関しては、これら

の金融商品が直ちに換金可能又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似している。

先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい

るため、帳簿価額は公正価値に近似している。

未決済先渡契約への投資は、デリバティブ契約締結日の公正価値にて初めて認識される。先渡契約の公

正価値の変動から増価又は減価が生じたときは、直接損益計算書に反映される。当初計測の後は先渡契約

は公正価値にて計測される。

公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見

積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮

定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。

 

８．事務管理報酬

事務管理契約に基づいて、マスターファンドはエイペックス・ファンド・サービシーズ（マルタ）リミ

テッド、ルクセンブルグ支店（以下、「当管理会社」という）に対し、マスターファンドの純資産価額の

総額が０米ドルから5,000万米ドルの間の場合は年率0.06％、マスターファンドの純資産価額の総額が

5,000万米ドルから１億米ドルの間の場合は年率0.035％、マスターファンドの純資産価額の総額が１億米
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ドル超の場合は年率0.01％の事務管理報酬を毎週後払いで支払っており、最低事務管理報酬は27,775米ド

ルである。

2017年12月31日現在の未払金及び未払費用に含まれている未払事務管理報酬は2,359米ドルである。

 

９．財務ハイライト

 

 米ドル

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
（１）

：  

  

期首の参加型株式１株当たり純資産価額 1,137.06

  

投資事業による利益：  

正味投資損失 (10.07)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現利益の変動 693.96

投資事業による利益合計 683.89

  

期末の１株当たり純資産価額 1,820.95

  

総利回り
（２） 60.15％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用 (0.87)％

正味投資損失 (0.71)％

 

１．期中平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。

 

10．関連当事者間取引

2017年12月31日現在、マスターファンドの参加型株式2,686.28株が関連当事者によって保有されてい

る。

ファンドはスーパーファンドの投資会社グループの一部である関連プライベート投資ファンドへの投資

を実行した。投資売却収入は2,221,759米ドルであり、投資に係る実現利益は11,835米ドルであった。2017

年12月31日現在、このような投資は保有していない。
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11．後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2018年５月23日

までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。

2017年12月31日より後に、約1,906,333米ドルの申込みが処理されており、このうち、事前に受領した金

額はなかった。また、約1,306,569米ドルの買戻しが処理されており、このうち219,458米ドルが期末日現

在において未払いとなっていた。

次へ
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 84/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 85/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 86/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 87/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 88/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 89/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 90/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 91/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 92/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 93/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 94/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 95/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 96/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 97/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 98/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 99/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

100/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

101/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

102/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

103/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

104/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

105/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

106/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

107/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

108/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

109/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

110/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

111/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

112/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

113/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

114/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

115/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

116/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

117/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

118/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

119/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

120/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

121/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

122/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

123/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

124/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

125/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

126/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

127/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

128/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

129/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

130/268



EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

131/268



 

次へ

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

132/268



②　2016年12月31日終了年度

 

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンド Ａ

貸借対照表

 

2016年12月31日現在

（単位：日本円）

 注記   

資産    

マスターファンド分別ポートフォリオＡへの投資 3  238,806,900

マスターファンド分別Ａからの未収金   2,834,302

現金   2,540

外貨建て現金（原価： 2,504,455円）   3,108,973

グリーン・ゴールド・ジャパン‐サブファンドＢに対する債権   841,406

その他資産   1,633,751

   247,227,872

負債    

未払買戻し金   754,013

未払金及び未払費用 5,8,9  943,252

   1,697,265

    

純資産   245,530,607

    

    

第１シリーズ１口当たり純資産：発行済3,091,483口に基づく

（単位：日本円）   79.42円

（単位：オンス（金））   0.001オンス

 

    

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

133/268



スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンド Ａ

損益計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 注記   

マスターファンド分別ポートフォリオＡから配分された

正味投資損失    

受取利息及びその他収入   53,546

費用   (16,294,967)

   (16,241,421)

    

サブファンド費用    

受託会社報酬 9  927,782

代行協会員報酬 8  1,419,766

専門家報酬   930,810

管理報酬 5  283,737

その他の費用   6,468,276

   10,030,371

    

正味投資損失   (26,271,792)

    

サブファンドの外貨に係る実現利益（損失）及び

実現利益（損失）の変動    

外貨に係る正味実現利益   (168,530)

外貨に係る未実現損失の変動   685,231

   516,701

    

マスターファンド分別ポートフォリオＡから配分された

投資及び外貨に係る実現利益（損失）及び実現利益（損失）の変動    

投資及び外貨に係る正味実現損失   3,932,807

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (21,861,628)

   (17,928,821)

    

営業活動から生じた純資産の正味減少額   (43,683,912)

 

 

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

134/268



スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンド Ａ

純資産変動計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

  

営業  

正味投資損失 (26,271,792)

投資及び外貨に係る正味実現利益 3,764,277

投資及び外貨に係る未実現損失の変動 (21,176,397)

 (43,683,912)

  

資本取引  

受益証券の買戻し (6,704,491)

 (6,704,491)

  

当期純資産減少額 (50,388,403)

  

期首純資産残高 295,919,010

  

期末純資産残高 245,530,607

  

  

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

135/268



スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンドＢ

貸借対照表

 

2016年12月31日現在

（単位：日本円）

 注記   

資産    

マスターファンド分別ポートフォリオＢへの投資 3  237,983,634

マスターファンド分別ポートフォリオＢからの未収金   6,104,786

現金   12,326

外貨建て現金（原価：4,334,600円）   4,764,122

その他の資産   1,644,108

   250,508,976

負債    

未払買戻金   4,005,000

グリーン・ゴールド・ジャパン‐サブファンドＡに対する債務   841,406

未払金及び未払費用 5,8,9  973,070

   5,819,476

    

純資産   244,689,500

    

第１シリーズ１口当たり純資産：発行済3,054,638口に基づく

（単位：日本円）   80.10円

（単位：オンス（金））   0.001オンス

    

    

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

136/268



スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンドＢ

損益計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 注記   

マスターファンド分別ポートフォリオＢから配分された

正味投資損失    

受取利息及びその他収入   66,056

費用   (17,032,073)

   (16,966,017)

    

サブファンド費用    

受託会社報酬 9  927,782

代行協会員報酬 8  1,461,604

専門家報酬   968,992

管理報酬 5  292,097

その他の費用   6,612,058

   10,262,533

    

正味投資損失   (27,228,550)

    

サブファンドの外貨に係る実現利益／（損失）    

外貨に係る正味実現利益   (159,286)

外貨に係る未実現利益の変動   594,587

   435,301

    

マスターファンド分別ポートフォリオＢから配分された

投資及び外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動    

投資及び外貨に係る正味実現損失   (8,933,107)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (21,908,401)

   (30,841,508)

    

営業活動から生じた純資産の正味増加額   (57,634,757)

    

    

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン－サブファンドＢ

純資産変動計算書

 

2015年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

  

営業  

正味投資損失 (27,228,550)

投資及び外貨に係る正味実現損失 (9,092,393)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動 (21,313,814)

 (57,634,757)

  

資本取引  

受益証券の買戻し (4,769,687)

 (4,769,687)

  

当期純資産減少額 (62,404,444)

  

期首純資産残高 307,093,944

  

期末純資産残高 244,689,500

  

  

添付の注記並びにスーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC及びスーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸表の重要な一部である。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

138/268



スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン

 

財務諸表注記

2016年12月31日（単位：日本円）

 

１．設立及び主な活動

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン（以下、「当信託」という。）は、UBSファンド・

サービシズ（ケイマン）リミテッド（以下、「退任受託会社」という。）及びスーパーファンド・ジャパ

ン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下、「管理会社」という。）の間で締結された信託証書

（以下、「信託証書」という。）に従ってケイマン諸島の法律に基づいて設立された。当信託は、信託証

書に従ってケイマン諸島の信託法に基づいて2009年６月５日に組織され、2009年６月29日にケイマン諸島

のミューチュアル・ファンド法セクション４（１）（ｂ）に基づいて登録された。退任・指名・変更証書

に従い、2015年５月８日付でハーニーズ・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」

という。）が当信託の受託会社に指名された。受託会社の当信託に関する主な営業拠点はケイマン諸島で

ある。

当信託はオープン・エンド型のアンブレラ・ファンドであり、サブファンドＡ及びサブファンドＢ（以

下、それぞれ「サブファンド」という。）が設立されている。各サブファンドは独立した資産及び負債の

プールとして、他のサブファンドと分別して管理されている。サブファンドＡ及びサブファンドＢは「マ

スター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン諸島の適用免除会社である

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「マスターファンド」という。）の分別ポートフォリ

オに投資している。

マスターファンドは、「マスター・フィーダー」構造の一部であり、その資産のほぼすべてをケイマン

諸島の適用免除会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC（以下、「アンダーライ

ング・マスターファンド」という。訳注：前年の財務書類では「最終マスター」と表記していた。）の

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオに投資している。アンダーライン

グ・マスターファンドの目的は、株式及び債券市場の動きの影響を受けない投資形態として、株式及び債

券市場との相関関係が低く、通貨関連でもない、金先物及び金現物に連動した投資を通じて平均以上の長

期的キャピタル・ゲインを達成するための投資を投資家に提供することである。

2016年12月31日現在、サブファンドＡ及びサブファンドＢは、それぞれマスターファンドの分別ポート

フォリオＡのクラスＡ円建て参加型株式、及びマスターファンドの分別ポートフォリオＢのクラスＢ円建

て参加型株式の発行済み株式のすべてを保有していた。

管理会社は、代行協会員契約に従って、スーパーファンド・ジャパン株式会社（2016年６月27日までの

旧会社名：スーパーファンド証券株式会社（以下、「販売会社」という。））を当信託の日本における代

行協会員に選任している。代行協会員は１口当たり純資産価額を公表し、日本証券業協会（以下、

「JSDA」という。）に財務諸表を提出する責任がある。当信託の年次監査済財務諸表は、日本における開

示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれており、関東財務局に提出されている。

マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの財務諸表は本報告書に含まれており、当

信託の財務諸表と共に読まれるべきである。
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２．重要な会計方針

当財務諸表は、米国会計基準審議会（以下、「FASB」という。）の会計基準編纂書（以下、「ASC」とい

う。）に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「GAAP」という。）に従って作

成されている。当信託はGAAPにおける投資会社に該当するため、FASB ASC 946「金融サービス－投資会

社」に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。当信託が適用した重要な会計方針は以下

のとおりである。

 

（ａ）見積りの使用

GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並

びに偶発資産及び負債の開示、並びに当報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び

仮定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

 

（ｂ）マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資

マスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初

は原価で測定され、当初認識後は公正価値で測定される。公正価値は、当信託に帰属する純資産（マス

ターファンドの事務管理会社により報告される。）に基づき決定される。投資に係る実現損益及び未実

現損益の変動は、損益計算書に計上される。

マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの投資に関する評価方針は、本報告書に

含まれているマスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドの財務諸表注記に記載されて

いる。

 

（ｃ）投資収益及び費用

各サブファンドは、期首現在のマスターファンドの分別ポートフォリオの純資産価額に対する持分割

合に基づき、マスターファンドの分別ポートフォリオの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の変

動の持分相当額を、週次で損益計算書に計上している。また、各サブファンドの収益及び費用について

も発生主義で計上している。

 

（ｄ）１口当たり純資産価額

１口当たり純資産価額（以下、「１口当たりNAV」という。）は、円及び金の単位オンスの両方で表示

されており、特定のクラスに帰属するサブファンドの純資産価額を、計算時における当該クラスの発行

済み受益証券口数で除し、金の単位オンスで表示されている株式については、さらに評価日におけるロ

ンドンの金１オンス当たりの午前決め値で除することで計算される。

 

（ｅ）受取利息及び支払利息

受取利息及び支払利息は発生主義で計上されている。

 

（ｆ）現金

現金は日本円建て及び外貨建ての要求払いの預金及び利付預金から構成されており、いずれも当初の

満期が３ヶ月以内で流動性が高いとみなされている。
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（ｇ）外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで日

本円に換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで日本円に換算される。換算によって生じる実

現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に含まれる。

当信託は投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じ

る損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益の変動

に含まれる。

 

（ｈ）法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当信託は、税制優遇措置法第６条

に従って、2059年６月５日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における税金

を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督より受け取っている。よって、法人税等に関する引当金はこ

れらの財務諸表に含まれていない。

当信託は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い

（50％超の確率）特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当信託は、すべ

ての主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年

度とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。

当信託は、米国及び当信託が重要な投資を行っている海外の税管轄を主要な税管轄区域とみなしてい

る。

経営陣は当信託のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関して、

税務費用に係る負債又は税務便益に係る資産を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後

12ヶ月の間に未認識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジション

も存在しないと考えている。

 

（ｉ）収益及び費用の配分

特定のサブファンドに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各サブ

ファンドに配分又は費用計上されている。その他の収益及び費用は、サブファンド間で比例配分される

か、あるいは受託会社の判断により配分されている。

 

（ｊ）未払買戻金

受益証券保有者又は当信託の選択により買戻される受益証券は、買戻しの通知が受理され、買戻金額

が決定された時点で未払買戻金に分類される。

 

（ｋ）公正価値による投資の評価　－　定義及び階層

USGAAPは公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー

タの優先順位を、以下に説明される３つのレベルに分類している。

 

レベル１： 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価

格に基づく評価。レベル１の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割

引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手

可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ

いては重要な判断は必要とされない。

レベル２： 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的

に観察可能な価格に基づく評価。
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レベル３： 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。

 

マスターファンド及びアンダーライング・マスターファンドが保有する投資の公正価値の階層につい

ては、本報告書に含まれているそれぞれの財務諸表の注記に開示されている。

 

３．金融商品

当信託のアンダーライング・マスターファンドへの投資は、マスターファンドを通じて間接的に、アン

ダーライング・マスターファンドの投資対象である金融商品及び市場に関連する多様なリスクにさらされ

ている。

当信託がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。当信

託がさらされている金融リスクに関しては、アンダーライング・マスターファンドの財務諸表を参照のこ

と。

アンダーライング・マスターファンドが保有する投資に関する詳細（投資を公正価値で測定する際に用

いられる市場価格の観察可能性のレベルに関する内訳を含む。）については、本報告書に含まれているア

ンダーライング・マスターファンドの財務諸表の注記２に開示されている。

 

４．受益証券保有者資本

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：日本円）

 口数

サブファンドＡ  

第１シリーズ：  

　期首残高 3,165,426

　期中の買戻し (73,943)

 3,091,483

  

サブファンドＢ  

第１シリーズ：  

　期首残高 3,112,410

　期中の買戻し (57,772)

 3,054,638

 

各サブファンドには、最低申込単位が設定されている。サブファンドＡは5,000口以上で100口ごとに申

込みが可能で、サブファンドＢは10,000口以上で100口ごとに申込みが可能である。販売会社は、管理会社

と協議のうえ、特定の申込みについてはこれらの条件の全体又は一部を免除することができる。

当信託は、各シリーズの純資産価額を計算するために、各シリーズについて分別された口座を維持して

いる。異なるシリーズの受益証券は発行日及びその後の各発行日に発行される予定である。信託証書に記

載されている場合を除き、すべての受益証券は平等であり、ほぼ同等の権利及び条件を有している。

受益証券の申込みには申込手数料が適用される。特定の投資家の申込みに適用される申込手数料は、当

該投資家による各シリーズの申込総額（以下、「購入金額」という。）に基づき決定される。各申込みに

適用される申込手数料は、購入金額に5.25％（税抜きでは５％）を上限とする料率を乗じた金額である。

管理会社は受託会社と協議の上、サブファンドのすべて又は一部のシリーズのすべて又は一部の受益証

券を、当該サブファンドの第１シリーズに統合することができる。当該統合の結果、割り当てられるシ
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リーズの最小単位（１口）に満たない端数の受益証券が生じた場合、管理会社は受託会社及び販売会社と

協議の上、公正な統合方法を決定する。

受益証券保有者は、当信託の販売会社に書面による通知を提示することにより、毎月最終日付ですべて

又は一部の受益証券の買戻しを要求することができる。当該買戻しは、該当月の最終日に決定される受益

証券１口当たり純資産価額で行われる。

当初申込みから12ヶ月以内に買戻請求が行われるか、あるいは当信託による強制的な買戻しが行われる

場合、管理会社の単独の裁量により、当信託から受益証券保有者に対して、買戻価格の２％の買戻手数料

が請求される可能性がある。当該買戻手数料の請求は当信託の利益のために行われる。

管理会社の単独の裁量により認められる場合を除き、受益証券保有者は、いかなる状況においても、買

戻後の保有残高が各シリーズにおける最低当初投資額を下回るような一部買戻しを請求することはできな

い。

 

５．管理報酬

当信託の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である管理会社により管理されている。投

資顧問契約に基づいて、管理会社は、各サブファンドの純資産価額の0.1％（年率）相当の月次管理報酬を

後払いで受領している。

2016年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、サブファンドＡが20,525円

で、サブファンドＢが20,726円である。

 

６．成功報酬

各サブファンドのレベルで支払われる成功報酬はない。マスターファンドが支払う成功報酬について

は、本報告書に添付されているマスターファンドの財務諸表注記８に開示されている。

 

７．販売会社報酬

2016年12月31日に終了した年度において、各サブファンドのレベルで支払われた販売会社報酬はない。

マスターファンドが支払う販売会社報酬については、本報告書に添付されているマスターファンドの財務

諸表注記９に開示されている。
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８．代行協会員報酬

販売会社は、各サブファンドの純資産価額の0.5％（年率）相当の報酬を受領する権利を有している。

2016年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている各サブファンドの未払代行協会員報酬はサブ

ファンドＡが102,714円で、サブファンドＢが103,719円である。

 

９．受託会社報酬

2015年５月８日付で、ハーニーズ・トラスティーズ（ケイマン）リミテッド（以下、「受託会社」とい

う。）が、当信託の受託会社となった。

信託証書に規定されたとおり、当信託は、各サブファンドにつき年間8,500米ドルの報酬を受託会社に支

払うことに合意している。

2016年12月31日現在、サブファンドＡ及びＢに対する未払受託会社報酬はない。

 

10.関連当事者の取引

管理会社及び販売会社は、共通支配下に置かれている関連当事者である。管理会社及び販売会社に支払

われる報酬は、独立第三者間条件に基づく交渉により設定されたものではない。

 

11．公正価値

2016年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を

使用した。現金、外貨建て現金、未払買戻金並びに未払金及び未払費用を含む当信託の特定の金融商品に

関しては、これらの金融商品が直ちに期日を迎える又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正

価値に近似している。

公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見

積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮

定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。アンダーライング・マスターファンドが保

有する投資の公正価値測定の分類に関する情報については、アンダーライング・マスターファンドの財務

諸表を参照のこと。

 

12．最近の会計基準

2016年１月、FASBはASU第2016－01号「金融資産及び金融負債の認識及び測定」を公表した。当ASUの改

訂は、金融商品の認識及び測定の改善を目的としており、金融商品の分類及び測定に関するUSGAAPの指針

に対する限定的な改訂を含んでいる。この新基準は、（１）持分証券への投資の分類及び測定、並びに

（２）公正価値で測定される金融負債の公正価値変動の表示に関する事業体の会計処理を大幅に改訂して

いる。当基準はまた、金融商品の公正価値に関する特定の開示要件も改訂している。当ASUの改訂は2018年

12月15日より後に終了する年度、並びにそれ以降の年度及び中間期に適用されるが、早期適用が容認され

ている。投資顧問会社は、当基準による当社の財政状態及び経営成績への影響はないと考えている。
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13．財務ハイライト

 

サブファンドＡ（第１シリーズ）  

 （円）

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式１株に関して）
（１）

 

  

期首参加型株式１株当たりの純資産価額 93.48

  

投資事業による損失：  

正味投資損失 (8.39)

投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失 (5.67)

投資事業による損失合計 (14.06)

  

期末参加型株式１株当たり純資産価額 79.42円

  

総利回り
（２）

(15.04％)

  

補足情報：  

平均純資産比率  

営業費用及びその他費用合計 (9.28％)

正味投資損失 (9.26％)

 

（１）期中平均発行済み口数に基づく。

（２）各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。
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サブファンドＢ（第１シリーズ）  

 （円）

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式１株に関して）
（１）

 

  

期首参加型株式１株当たりの純資産価額 98.67

  

投資事業による損失：  

正味投資損失 (8.76)

投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失 (9.81)

投資事業による損失合計 (18.57)

  

期末参加型株式１株当たり純資産価額 80.10円

  

総利回り
（２）

(18.82)％

  

補足情報：  

平均純資産比率  

営業費用及びその他費用合計 (9.35)％

正味投資損失 (9.32)％

 

（１）期中平均発行済み口数に基づく。

（２）各投資家の利回りは、受益証券の申込み及び買戻しの時期により変動する可能性がある。

 

14. 後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2017年５月25日

までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。

2016年12月31日の後、約13,222,541円の買戻しが処理されており、このうち期末日現在で4,759,013円が

未払いとなっていた。

次へ
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

貸借対照表

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

関連プライベート投資ファンドへの投資
（原価：3,002,590米ドル） 2(g)  3,007,031

 
326,864

マスターファンドへの投資 4  3,620,874  393,589

マスターファンドからの未収買戻金   579  63

現金   20,802  2,261

外貨建て現金（原価：2,020米ドル）   2,314  252

ブローカーに対する債権 3  432,802  47,046

マスターファンドに対する債権   500,000  54,350

関連プライベート投資ファンドに対する債権   7,566  822

その他資産   7,591,968  825,247

      

負債      

未決済先物契約に係る未実現損失 2(g),4,5  133,080  14,466

未払買戻金   79,592  8,652

スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオＢに対する債務   7,552

 
821

未払金及び未払費用 7,9,10  71,262  7,746

   291,486  31,685

純資産   7,300,482  793,562

      

      

   米ドル  円

クラスＡ参加型株式１株当たり純資産：
発行済2,219.30株に基づく

（単位：米ドル）   664.43  72,223.54

（単位：オンス（金））   0.57オンス

      

クラスＡ２参加型株式１株当たり純資産：
発行済5,799.15株に基づく

（単位：米ドル）   652.53  70,930.01

（単位：オンス（金））   0.56オンス

      

クラスＡ（円）参加型株式１株当たり純資産：
発行済24,692.16株に基づく

（単位：円）  －  9,671.37

（単位：オンス（金））   0.07オンス

      

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

要約投資明細書

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

銘柄（純資産における％） 償還期日  株式数  

公正価値

（米ドル）

      

関連プライベート投資ファンドへの投資      

      

流動性      

スーパーファンド・キャッシュSPC

クラスＢ（41.19％） 日次  3,383  3,007,031

      

関連プライベート投資ファンドへの投資合計   米ドル  3,007,031

 

 

銘柄（純資産における％） 満期日  想定元本  

公正価値

（米ドル）

      

先物契約（1.82％）      

金（1.82％） ２月17日  3,685,440  (133,080)

      

先物契約合計   米ドル  (133,080)

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

損益計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

マスターファンドから配分された正味投資損失      

収益   1,301  141

費用   (31,456) (3,419)

   (30,155) (3,278)

ファンド収益      

受取利息   763  83

   763  83

      

ファンド費用      

管理報酬 7  314,054  34,138

販売会社報酬 9  188,502  20,490

専門家報酬   7,594  825

事務管理報酬   9,600  1,044

取締役報酬   12,514  1,360

一般管理費   39,355  4,278

   571,619  62,135

正味投資損失   (601,011) (65,330)

      

ファンドの投資及び外貨に係る実現損失及び
未実現利益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現損失   755,834  82,159

投資及び外貨に係る未実現利益の変動   (76,820) (8,350)

   679,014  73,809

      

マスターファンドから配分された投資及び
外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動      

投資及び外貨に係る正味実現損失   (315,683) (34,315)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (194,196) (21,109)

   (509,879) (55,424)

      

営業活動から生じた純資産の正味減少   (431,876) (46,945)

      

      

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。

 

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

149/268



 

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ａ

純資産変動計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (601,011)  (65,330)

投資及び外貨に係る正味実現利益   440,151  47,844

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (271,016)  (29,459)

   (431,876)  (46,945)

資本取引      

参加型株式の発行：      

クラスＡ（米ドル）   (1,400,037)  (152,184)

クラスＡ２（米ドル）   (1,438,436)  (156,358)

クラスＡ（円）   (192,856)  (20,963)

   (3,031,329)  (329,505)

      

当期純資産減少額   (3,463,205) (376,450)

      

期首純資産残高   10,763,687  1,170,013

      

期末純資産残高   7,300,482  793,562

 

期末純資産の内訳：  米ドル  千円

クラスＡ（米ドル）株式  1,474,560  160,285

クラスＡ２（米ドル）株式  3,784,139  411,336

クラスＡ（日本円）株式  2,041,783  221,942

  7,300,482  793,562

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

貸借対照表

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

関連プライベート投資ファンドへの投資
（原価：301,233米ドル） 2(g)  301,678  32,792

マスターファンドへの投資 4  1,705,811  185,422

関連プライベート投資ファンドに対する債権   200,000  21,740

現金   52,526  5,710

ブローカーに対する債権 3  138,646  15,071

スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオＡに対する債権   7,552  821

スーパーファンド・グリーン・ゴールド
分別ポートフォリオＣに対する債権   6,621  720

その他資産   2,925  318

資産合計   2,415,759  262,593

      

負債      

未決済先物契約に係る未実現損失 2(g),4,5  20,790  2,260

未払買戻金   52,178  5,672

未払金及び未払費用 7,9,10  24,142  2,624

   97,110  10,556

純資産   2,318,649  252,037

      

      

   米ドル  円

クラスＢ参加型株式１株当たり純資産：
発行済477.89株に基づく

（単位：米ドル）   595.54  64,735.20

（単位：オンス（金））   0.51オンス

      

   米ドル  円

クラスＢ（日本円）参加型株式１株当たり純資産：
発行済26,091.35株に基づく

（単位：円）  －  9,121.17

（単位：オンス（金））   0.07オンス

      

      

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

要約投資明細書

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

銘柄（純資産における％） 償還期日  株式数  

公正価値

（米ドル）

      

関連プライベート投資ファンドへの投資（13.01％）      

      

流動性      

スーパーファンド・キャッシュSPC

クラスＢ（13.01％） 日次  339  301,678

      

関連プライベート投資ファンドへの投資合計   米ドル  301,678

 

 

銘柄（純資産における％） 満期日  想定元本  

公正価値

（米ドル）

      

先物契約（0.90％）      

金（0.90％） ２月17日  575,850  (20,790)

      

先物契約合計   米ドル  (20,790)

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

損益計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

マスターファンドから配分された
正味投資損失      

収益   1,089  118

費用   (21,264) (2,311)

   (20,175) (2,193)

ファンド収益      

受取利息   145  16

   145  16

ファンド費用      

管理報酬 7  143,986  15,651

販売会社報酬 9  86,424  9,394

事務管理報酬   7,200  783

専門家報酬   3,973  432

一般管理費   9,164  996

取締役報酬   6,545  711

   257,292  27,968

      

正味投資損失   (277,322) (30,145)

      

ファンドの投資及び外貨に係る実現損失及び
未実現損失の変動      

投資及び外貨に係る正味実現利益   227,233  24,700

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (4,731) (514)

   222,502  24,186

      

マスターファンドから配分された投資及び
外貨に係る実現（損）益及び未実現（損）益の変動      

投資及び外貨に係る正味実現損失   20,008  2,175

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (42,084) (4,575)

   (22,076) (2,400)

      

営業活動から生じた純資産の正味減少   (76,896) (8,359)

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｂ

純資産変動計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (277,322) (30,145)

投資及び外貨に係る正味実現利益   247,241  26,875

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (46,815) (5,089)

   (76,896) (8,359)

      

資本取引      

参加型株式の買戻し      

クラスＢ（米ドル）   (3,064,930) (333,158)

クラスＢ（日本円）   (175,986) (19,130)

   (3,240,916) (352,288)

      

当期純資産減少額   (3,317,812) (360,646)

      

期首純資産残高   5,636,461  612,683

      

期末純資産残高   2,318,649  252,037

 

期末純資産の内訳：  米ドル  千円

クラスＢ（米ドル）株式  284,600  30,936

クラスＢ（円）株式  2,034,049  221,101

  2,318,649  252,037

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｃ

貸借対照表

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

マスターファンドへの投資 4  6,235,193  677,765

マスターファンドからの未収買戻金   15,033  1,634

現金   76,234  8,287

その他資産   6,629  721

   6,333,089  688,407

負債      

スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオＢに対する債務   6,621  720

未払金及び未払費用 7,9,10  58,685  6,379

   65,306  7,099

      

純資産   6,267,783  681,308

      

      

   米ドル  円

クラスＣ参加型株式１株当たり純資産：

発行済14,328.18株に基づく

（単位：米ドル）   437.44  47,549.73

（単位：オンス（金））   0.38オンス

      

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｃ

損益計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

マスターファンドから配分された

正味投資損失      

収益   2,036  221

費用   (52,129) (5,666)

   (50,093) (5,445)

ファンド費用      

管理報酬 7  257,475  27,988

販売会社報酬 9  154,542  16,799

専門家報酬   6,033  656

事務管理報酬   9,600  1,044

取締役報酬   9,941  1,081

   11,080  1,204

      

正味投資損失   (498,764) (54,216)

      

マスターファンドから配分された投資及び

外貨に係る実現損失及び未実現損失の変動      

投資及び外貨に係る正味実現損失   (718,948) (78,150)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (467,542) (50,822)

   (1,186,490) (128,971)

営業活動から生じた純資産の正味減少   (1,685,254) (183,187)

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC － スーパーファンド・グリーン・ゴールド

分別ポートフォリオ Ｃ

純資産変動計算書

 

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (498,764) (54,216)

投資及び外貨に係る正味実現損失   (718,948) (78,150)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (467,542) (50,822)

   (1,685,254) (183,187)

      

資本取引      

参加型株式の買戻し：      

クラスＣ（米ドル）   (659,055) (71,639)

   (659,055) (71,639)

      

当期純資産減少額   (2,344,309) (254,826)

      

期首純資産残高   8,612,092  936,134

      

期末純資産残高   6,267,783  681,308

 

期末純資産の内訳：  米ドル  千円

クラスＣ（米ドル）株式  6,267,783  681,308

  6,267,783  681,308

 

 

添付の注記及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPCの財務諸表は、これらの財務諸

表の重要な一部である。
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財務諸表注記

2016年12月31日（単位：米ドル）

 

１．設立及び主な活動

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「当社」という。）は、2004年10月８日にケイマン

諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、2005年９月28日にケイマン諸島のミューチュア

ル・ファンド法に基づいて登録された。

当社の目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。当社

の資産は一般的な会社資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属

する資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する

又は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。

特定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がな

い場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな

い。

当社は複数クラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型投資ポートフォリオを

提供している。クラスＡ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡの持

分）、クラスＢ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢの持分）、及

びクラスＣ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＣの持分）（以下、

総称して「ファンド」という。）。

分別ポートフォリオは「マスター・フィーダー」ファンド構造の一部であり、その資産のほぼすべてを

ケイマン諸島の適用免除有限会社であるスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターファンドSPC

（以下、「マスターファンド」という。）のスーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポー

トフォリオに投資している。マスターファンドの財務諸表（要約投資明細表を含む。）は、本報告書に含

まれており、当社の財務諸表と共に読まれるべきである。

2016年12月31日現在、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡ（以下、「分別

ポートフォリオＡ」という。）、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢ（以下、

「分別ポートフォリオＢ」という。）及びスーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＣ

（以下、「分別ポートフォリオＣ」という。）は、マスターファンドのそれぞれ31.32％、14.75％、及び

53.93％を保有している。

 

２．重要な会計方針

当財務諸表は、米国会計基準審議会（以下、「FASB」という。）の会計基準編纂書（以下、「ASC」とい

う。）に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「GAAP」という。）に従って作

成されている。当社はGAAPにおける投資会社に該当するため、FASB ASC 946「金融サービス－投資会社」

に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。当社が適用した重要な会計方針は以下のとお

りである。

 

（ａ）見積りの使用

GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並

びに偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮

定を行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

 

（ｂ）関連プライベート投資ファンドへの投資

関連プライベート投資ファンドへの投資は、取引日基準で会計処理される。投資は当初取得原価で測

定される。当初認識の後、投資は公正価値で測定される。公正価値は、関連プライベート投資ファンド

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

158/268



の事務管理会社によって報告される当社に帰属する純資産として決定される。投資に係る実現損益及び

未実現損益の変動は損益計算書に含まれる。2016年12月31日現在、スーパーファンド・グリーン・ゴー

ルド分別ポートフォリオＡの関連プライベート投資ファンドに対する保有比率は15.04％で、スーパー

ファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢの関連プライベート投資ファンドに対する保有比

率は1.51％である。

 

（ｃ）マスターファンドへの投資

マスターファンドへの投資は、取引日基準で会計処理されている。投資は当初は原価で測定され、当

初認識後は公正価値で測定される。

公正価値は、当社に帰属する純資産（実務的にはマスターファンドの事務管理会社により報告され

る。）が使用される。投資に係る実現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。マス

ターファンドへの投資の評価は、本報告書に含まれるマスターファンドの財務諸表の注記に記載されて

いる。

 

（ｄ）投資収益及び費用

各分別ポートフォリオは、マスターファンドの純資産価額に対する持分割合に基づき、マスターファ

ンドの収益、費用並びに実現損益及び未実現損益の変動の持分相当額を損益計算書に計上している。ま

た、各分別ポートフォリオの収益及び費用についても発生主義で計上している。

 

（ｅ）１株当たり純資産価額

１株当たり純資産価額（以下、「１株当たりNAV」という。）は、金の単位オンスで表示されており、

特定のクラスに帰属する分別ポートフォリオの純資産価額を、計算時における当該クラスの発行済み株

式数で除し、金の単位オンスで表示されている株式については、さらにロンドンの金１オンス当たりの

午前決め値で除することで計算される。

 

（ｆ）先物契約

未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブロー

カーが提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及

び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。

 

（ｇ）公正価値による投資の評価　－　定義及び階層

USGAAPは公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力デー

タの優先順位を、以下に説明される３つのレベルに分類している。

 

レベル１： 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価

格に基づく評価。レベル１の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割

引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手

可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ

いては重要な判断は必要とされない。

レベル２： 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的

に観察可能な価格に基づく評価。

レベル３： 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。

 

下表は、上述の公正価値の階層に基づく2016年12月31日現在の当社の投資に係る評価の概要である。
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分別ポートフォリオＡ  合計  レベル１  レベル１

関連プライベート投資ファンドへの投資  3,007,031  －  3,007,031

未決済先物契約に係る未実現損失  (133,080) (133,080) －

合計  2,873,951  (133,080) 3,007,031

       

       

分別ポートフォリオＢ  合計  レベル１  レベル１

関連プライベート投資ファンドへの投資  301,678  －  301,678

未決済先物契約に係る未実現損失  (20,790) (20,790) －

合計  280,888  (20,790) 301,678

 

（ｈ）受取利息

受取利息は発生主義で計上される。

 

（ｉ）外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米

ドルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実

現損益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。

当社は投資に係る為替レートの変動により生じる損益と保有有価証券の市場価格の変動により生じる

損益を区別していない。このような変動は、投資及び外貨に係る正味実現損益及び未実現損益の変動に

含まれている。

 

（ｊ）法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第６条の

規定に従って、2024年11月16日までの期間における将来の収益又は利益に関する現地におけるすべての

税金を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金

は当財務諸表に含まれていない。

当社は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い

（50％超の確率）特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべて

の主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年度

とは、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。当

社は、米国及び当社が重要な投資を行っている海外の税管轄を主要な税管轄区域とみなしている。

経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関する未認

識の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後12ヶ月の間に未認

識の税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しないと考

えている。

 

（ｋ）収益及び費用の配分

特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、

該当する分別ポートフォリオに対して配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポート

フォリオ間で比例配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。

 

（ｌ）未払買戻金

保有者又は当社の選択により買い戻される株式は、買戻請求を受領し、買戻金額が確定した時点で未

払買戻金として分類される。
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（ｍ）相殺

金融資産及び負債（未決済先物契約に係る未実現損益を含む。）は、当社が認識された金額を相殺す

る法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺され、純

額で貸借対照表に計上される。当期、当社は相殺の要件を満たしていない。

 

３．ブローカーに対する債権

ブローカーに対する債権には、ＡＤＭインベスター・サービシズ・インクに預けている現金残高（未決

済の証券取引に関する未払金控除後）が含まれ、未決済先物契約に関して担保として差し入れられている

証拠金が分別ポートフォリオＡに関して211,200米ドル及び分別ポートフォリオＢに関して33,000米ドル含

まれている。2016年12月31日現在、ブローカーに対する債権には、分別ポートフォリオＡ及び分別ポート

フォリオＢの未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。

 

４．金融商品

市場リスク、信用リスク及び流動性リスク

通常の事業の過程において、当社は、市場リスク及び信用リスクを招く可能性のある様々な金融商品を

売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。

市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、当社の保有しているポジ

ションに影響を及ぼすリスクである。当社は、直接及びマスターファンドが保有し、市場価格で評価され

ている金融商品に関して市場リスクにさらされている。

投資戦略の一環として、当社は先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所で売買されて

おり、現金又は市場性のある有価証券による証拠金（担保）が要求される。証拠金は日次で時価評価され

る先物契約の価値の変動を反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の履行に関する

相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所であるため、先物契約に関する契約相手先によ

る債務不履行リスクは極めて小さい。

関連プライベート投資ファンドに対する当社の投資により、当社は関連プライベート投資ファンドが投

資する金融商品及び市場に関連する様々な種類のリスクに間接的にさらされている。関連プライベート投

資ファンドへの投資により当社がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動

性リスクである。2016年12月31日現在、関連プライベート投資ファンドはマネーマーケットファンドの非

常に流動性の高い投資及び現金を保有している。

市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変

動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株

式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、当社の投資収益率が

上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。

先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済

事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠

金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。

その結果、先物契約における比較的少額の価格変動が契約当事者に多額の損失を発生させる可能性があ

る。また先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、１日の取

引における価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この１日の取引における価格変動の

制限値を超えて価格が変動した場合、当社は不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損

失を被る可能性がある。

信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商

品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関
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の履行保証を受けていないためである。当社のマスターファンドの分別ポートフォリオへの投資は取引所

外の取引である。

投資戦略の一環として、マスターファンドはレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、マス

ターファンドの借入費用が、一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバ

レッジの利用により、マスターファンドが投資した株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方

で、当該資本の損失リスクも増える。

スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク（以下、「投資顧問会社」という。）が当社の

投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を設

定している。

当社は、マスターファンドへの投資により、間接的に、マスターファンドの投資対象である金融商品及

び市場に関連する多様なリスクにさらされている。

当社がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクである。当社が

さらされている金融リスクに関しては、マスターファンドの財務諸表の注記４を参照のこと。

マスターファンドは、投資運用戦略に基づき、様々なデリバティブ及び非デリバティブ金融商品のポジ

ションを維持している。2016年12月31日現在のマスターファンドの投資ポートフォリオには、先物契約及

び関連プライベート投資ファンドが含まれている。

マスターファンドへの投資は、公正価値で計上されており、当該公正価値はマスターファンドに帰属す

る純資産（マスターファンドの事務管理会社により報告される。）に基づいている。マスターファンド

は、マスターファンドの収益、費用、並びに実現及び未実現利益及び損失の持分相当額を計上している。

マスターファンドが保有する投資に関する詳細（投資を公正価値で測定する際に用いられる市場価格の

観察可能性のレベルに関する内訳を含む。）については、添付されているマスターファンドの財務諸表注

記に開示されている。

 

５．デリバティブ契約

当社はトレーディング目的で金先物取引を行っているため、当社がさらされている主要なリスク・エク

スポージャーは金の価格である。これらのリスクに加えて、デリバティブ契約への投資は、その投資全体

又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクにもさらされている。

当社はデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されている。2016年12

月31日現在でマスターファンドが保有しているデリバティブ契約の詳細（2016年12月31日に終了した年度

におけるこれらのデリバティブ契約に関連する損益を含む。）については、マスターファンドの財務諸表

の注記５を参照のこと。

2016年12月31日現在における金先物契約の公正価値は要約投資明細表に含まれている。下表は、2016年

12月31日に終了した年度の損益計算書において、投資及び外貨に係る正味実現利益（損失）、並びに投資

及び外貨に係る未実現利益（損失）の変動に含まれている、金先物に係る利益及び損失を示したものであ

る。

 

 

 負債

デリバティブ
 想定元本  

未実現利益

（損失）
 

実現利益

（損失）

  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

先物契約         

分別ポートフォリオＡ  133,080  3,685,440  (84,510) 755,860

分別ポートフォリオＢ  20,790  575,850  (7,660) 226,560

  153,870  4,261,290  (92,170) 982,420
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2016年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中における当社の

デリバティブ取引高を示している。

 

６．株式資本

 米ドル

授権株式：  

１株当たり額面0.01米ドルの発起人株式100株 1

１株当たり額面0.01米ドルの参加型株式4,999,900株 49,999

 50,000
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 株式数

発行済み及び全額払込済み：  

　発起人株式 1

  

分別ポートフォリオＡ  

クラスＡ参加型株式：  

　期首残高 3,854.61

　期中の買戻し (1,635.31)

　期末残高 2,219.30

  

分別ポートフォリオＡ  

クラスＡ２参加型株式：  

　期首残高 7,565.57

　期中の買戻し (1,766.42)

　期末残高 5,799.15

  

分別ポートフォリオＡ  

クラスＡ（円）参加型株式：  

　期首残高 26,612.69

　期中の買戻し (1,920.53)

　期末残高 24,692.16

  

 

 株式数

分別ポートフォリオＢ  

クラスＢ参加型株式：  

　期首残高 4,483.75

　期中の発行 (4,005.86)

　期末残高 477.89

  

分別ポートフォリオＢ  

クラスＢ（円）参加型株式：  

　期首残高 27,993.23

　期中の買戻し (1,901.88)

　期末残高 26,091.35

  

分別ポートフォリオＣ  

クラスＣ参加型株式：  

　期首残高 15,429.30

　期中の買戻し (1,101.12)

　期末残高 14,328.18
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発起人株式

発起人株式は、額面価額でのみ発行することが可能で、株主の選択により買戻すことはできない。発起

人株式は、１株当たり１票の議決権を有し、当社の解散時には以下に記載されている権利が与えられる

が、当社の利益又は資産に関するその他の権利は与えられていない。2016年12月31日現在、当社の発起人

株式は、当社の投資顧問会社の株主によって保有されている。

 

参加型株式

クラスＡ、クラスＡ２、クラスＢ及びクラスＣ参加型株式は、それぞれの１株当たり純資産価額で毎週

発行される。分別ポートフォリオＡ及びＢには日本円建て株式クラスがあるが、その他の株式クラスはす

べて米ドル建てである。クラスＡ、クラスＢ及びクラスＣ参加型株式の申込みは米ドル、日本円、ユーロ

又はスイスフランで受け付けられているが、当社は受領した申込金を米ドル又は日本円に転換している

（該当する株式クラスの通貨に応じて）。

米ドル建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスＡ参加型株式は5,000米ド

ル、クラスＡ２参加型株式は20,000米ドル、クラスＢ参加型株式は50,000米ドル及びクラスＣ参加型株式

は100,000米ドルである。日本円建て株式クラスに関して当社が受け付ける最低当初申込金額は、クラスＡ

参加型株式は500,000円及びクラスＢ参加型株式は5,000,000円である。

取締役は、単独の裁量により、これらの最低当初申込金額を下回る金額で当初申込を受け付けることが

できる。参加型株式は、毎週水曜日の前営業日、又は毎月最終週の最終営業日、毎月の最終営業日、又は

取締役がその時々に決定する日に、該当する分別ポートフォリオの１株当たり純資産価額で買い戻すこと

ができるが、定款で認められている事項に関する場合を除き議決権は与えられていない。参加型株式の株

主は、保有株式に対して払い込んだ金額の割合に応じて、配当を受け取る権利を有している。

株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ

て、あるいは該当する分別ポートフォリオの株主総会において４分の３以上の同意により可決した特別決

議の承認をもって変更することができる。

当社が解散する際に、分別ポートフォリオ及び一般資産はまず、それぞれ分別ポートフォリオの債権者

及び一般債権者の債権の弁済に充当される。一般資産の残高がある場合は、発起人株式の払込済みの額面

金額返済に使用され、残りは各分別ポートフォリオの純資産価額に基づき、分別ポートフォリオに割り当

てられる。

各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて各分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別

ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資

産価額に基づき各クラスに比例配分された後、保有しているクラスの参加型株式数に応じて株主に支払わ

れる。

2016年12月31日現在、クラスＡ参加型株式288.93株、クラスＡ（円）参加型株式24,692.15株、クラスＢ

（円）参加型株式26,091.55株及びクラスＣ参加型株式13,763.82株が関連当事者によって保有されてい

る。

 

７．管理報酬

当社の投資活動は、共通支配下に置かれている関連当事者である投資顧問会社により管理されている。

投資顧問契約の条件に基づいて、投資顧問会社は、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の

３％（年率）の管理報酬を月次で後払いで受領している。

2016年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払管理報酬は、分別ポートフォリオＡに関

しては37,671米ドル、分別ポートフォリオＢに関しては12,202米ドル、及び分別ポートフォリオＣに関し

ては32,374米ドルである。

 

８．成功報酬
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投資顧問会社はまた、それぞれの株式クラスに関して年度末で有効な投資顧問契約の定義に基づき、各

株式クラスの１株当たり純資産価額が過去の最高水準を上回った部分について、分別ポートフォリオＡは

増加分の20％、分別ポートフォリオＢは増加分の25％、及び分別ポートフォリオＣは増加分の30％を成功

報酬として受け取る権利を有している。成功報酬は、分別ポートフォリオに関するその他のすべての報酬

及び費用を控除後の純資産価額に基づいて計算され、月次で支払われる。

2016年12月31日現在、分別ポートフォリオＡ、Ｂ及びＣに関する支払済成功報酬又は未払成功報酬の残

高はない。

 

９．販売報酬

共通支配下に置かれている関連当事者であるスーパーファンド・ディストリビューション・アンド・イ

ンベストメント・インク（以下、「販売会社」という。）は、当社株式の販売会社として業務を行ってお

り、各分別ポートフォリオの参加型株式の純資産価額の1.8％（年率）相当の販売報酬を月次で後払いで受

け取る権利を有している。

2016年12月31日現在、未払金及び未払費用に含まれている未払販売報酬は、分別ポートフォリオＡに関

しては22,612米ドル、分別ポートフォリオＢに関しては7,324米ドル、及び分別ポートフォリオＣに関して

は19,432米ドルである。

販売会社は、取締役の判断により、各申込に関して７％を上限とした申込手数料を受け取る権利を有し

ている。

2016年12月31日現在、分別ポートフォリオＡ、Ｂ及びＣに関する未払申込手数料はない。

 

10．株式買戻手数料

当初申込から12ヶ月以内にクラスＡ、クラスＢ又はクラスＣ参加型株式の買戻しが行われるか、あるい

は取締役による強制的な買戻しが行われる場合、取締役の判断により、買戻価格の２％の買戻手数料が請

求され、投資顧問会社に支払われる可能性がある。

クラスＡ２参加型株式の買戻しが行われるか、あるいは取締役による強制的な買戻しが行われる場合、

取締役の判断により、以下のとおり買戻価格に対する買戻手数料が請求され、投資顧問会社に支払われ

る。

・　当初申込から12ヶ月以内に買戻しが行われる場合、５％の買戻手数料

・　当初申込から24ヶ月以内に買戻しが行われる場合、４％の買戻手数料

・　当初申込から36ヶ月以内に買戻しが行われる場合、３％の買戻手数料

・　当初申込から48ヶ月以内に買戻しが行われる場合、２％の買戻手数料

・　当初申込から60ヶ月以内に買戻しが行われる場合、１％の買戻手数料

・　当初申込から60ヶ月を超えて買戻しが行われる場合、買戻手数料なし

2016年12月31日現在、分別ポートフォリオＡに関する未払買戻手数料は563米ドルであった。分別ポート

フォリオＢ及びＣに関する未払買戻手数料はない。
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11．関連当事者間取引

投資顧問会社及び販売会社は共通の支配下にある関連当事者である。投資顧問会社及び販売会社に対す

る未払報酬は、独立した第三者間の交渉により設定されたものではない。投資顧問会社に対して支払われ

る成功報酬は、かかる契約がない場合に比べてリスクが高い、又はより投機的な投資を行う誘因となる可

能性がある。

 

12．公正価値

2016年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を

使用した。現金、未払金及び未払費用、並びに未払買戻金を含む当社の特定の金融商品に関しては、これ

らの金融商品が直ちに決済される又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似してい

る。

先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい

るため、帳簿価額は公正価値に近似している。

公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見

積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮

定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。マスターファンドが保有する投資の公正価

値測定の分類に関する情報については、マスターファンドの財務諸表注記を参照のこと。

 

13．最近の会計基準

2016年１月、FASBはASU第2016－01号「金融資産及び金融負債の認識及び測定」を公表した。当ASUの改

訂は、金融商品の認識及び測定の改善を目的としており、金融商品の分類及び測定に関するUSGAAPの指針

に対する限定的な改訂を含んでいる。この新基準は、（１）持分証券への投資の分類及び測定、並びに

（２）公正価値で測定される金融負債の公正価値変動の表示に関する事業体の会計処理を大幅に改訂して

いる。当基準はまた、金融商品の公正価値に関する特定の開示要件も改訂している。当ASUの改訂は2018年

12月15日より後に終了する年度、並びにそれ以降の年度及び中間期に適用されるが、早期適用が容認され

ている。投資顧問会社は、当基準による当社の財政状態及び経営成績への影響はないと考えている。
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14．財務ハイライト

 

分別ポートフォリオＡ－クラスＡ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１

 

  

期首１株当たり純資産価額 737.40

  

投資事業による損失  

正味投資損失 (46.87)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動 (26.10)

投資事業による損失合計 (72.97)

  

期末１株当たり純資産価額 664.43

  

総利回り
２

(9.90)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (5.73)％

  

正味投資損失 (5.71)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

168/268



 

分別ポートフォリオＡ－クラスＡ２ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１

 

  

期首１株当たり純資産価額 724.20

  

投資事業による損失  

正味投資損失 (45.67)

投資及び外貨に係る正味実現利益及び未実現損失の変動 (26.00)

投資事業による損失合計 (71.67)

  

期末１株当たり純資産価額 652.53

  

総利回り
２

(9.90)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (5.73)％

  

正味投資損失 (5.71)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＡ－クラスＡ（円） 円

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１

 

  

期首１株当たり純資産価額 11,036.44

  

投資事業による損失  

正味投資損失 (672.72)

投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動 (737.35)

投資事業による損失合計 (1,365.07)

  

期末１株当たり純資産価額 9,671.37

  

総利回り
２

(12.37)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (5.74)％

  

正味投資損失 (5.72)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＢ－クラスＢ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１

 

  

期首１株当たり純資産価額 691.74

  

投資事業による損失  

正味投資損失 (44.54)

投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動 (51.66)

投資事業による損失合計 (96.20)

  

期末１株当たり純資産価額 595.54

  

総利回り
２

(13.91)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (5.78)％

  

正味投資損失 (5.75)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＢ－クラスＢ（円） 円

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１

 

  

期首１株当たり純資産価額 10,889.86

  

投資事業による損失  

正味投資損失 (613.80)

投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動 (1,154.89)

投資事業による損失合計 (1,768.69)

  

期末１株当たり純資産価額 9,121.17

  

総利回り
２

(16.24)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (5.78)％

  

正味投資損失 (5.76)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。
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分別ポートフォリオＣ－クラスＣ 米ドル

  

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１

 

  

期首１株当たり純資産価額 558.16

  

投資事業による損失  

正味投資損失 (34.12)

投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動 (86.60)

投資事業による損失合計 (120.72)

  

期末１株当たり純資産価額 437.44

  

総利回り
２

(21.63)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率  

費用合計 (5.80)％

  

正味投資損失 (5.78)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。

 

 

15．後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2017年５月25日

までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。

2016年12月31日より後に処理された申込みはなかった。また、約2,228,076米ドルの買戻しが処理され、

うち期末日現在で131,770米ドルが未払いとなっている。

次へ
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

貸借対照表

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

資産      

関連プライベート投資ファンドへの投資

（原価：2,209,924米ドル） 2(d),4,9  2,212,097  240,455

現金   879,838  95,638

ブローカーに対する債権 3  47,906,367  5,207,422

未決済先物契約に係る未実現利益 2(d),4,5  723,757  78,672

未決済先渡契約に係る未実現利益 2(e),4,5  36,960  4,018

   51,759,019  5,626,205

負債      

ブローカーに対する債務 3  39,023,889  4,241,897

未決済先物契約に係る未実現損失 2(d),4,5  1,083,667  117,795

未決済先渡契約に係る未実現損失 2(e),4,5  58,421  6,350

未払買戻金   15,612  1,697

未払金及び未払費用   15,551  1,690

   40,197,140  4,369,429

      

純資産   11,561,879  1,256,776

      

      

   米ドル  円

参加型株式１株当たり純資産：

発行済10,168.24株に基づく   1,137.06  123,598.42  

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

要約投資明細書

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

銘柄（純資産における％）

償還条件

 

株数

 公正価値

（米ドル）   

関連プライベート投資ファンドへの

投資（19.13％）      

流動性      

スーパーファンド・キャッシュSPC、

クラスＢ（19.13％） 日次  2,489  2,212,097

関連プライベート投資ファンドへの投資合計   2,489  2,212,097

      

 

 

銘柄（純資産における％） 満期  想定元本  公正価値

      

先物契約（6.26％）      

      

債券先物（1.31％） 2017年３月  31,893,721  151,482

通貨（0.24％） 2017年３月  7,559,917  27,459

エネルギー（0.63％） 2017年１～６月  3,194,786  72,461

食品／繊維／木材／ゴム（1.05％） 2017年２～５月  6,787,877  121,548

インデックス（（2.02％） 2017年１～３月  18,227,373  233,879

金属（0.77％） 2017年３～10月  2,815,532  89,056

金（0.24％） 2017年２～10月  1,777,433  27,872

      

先物契約に係る未実現利益   米ドル 723,757

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

要約投資明細書（続き）

 

2016年12月31日現在

（単位：米ドル）

銘柄（純資産における％） 満期  想定元本  公正価値

      

先物契約（－9.36％）      

      

債券先物（－1.02％）  2017年１～３月  43,308,864  (118,251)

通貨（－0.57％） 2017年３月  5,256,974  (66,418)

エネルギー（－0.15％） 2017年２～３月  575,340  (17,439)

食品／繊維／木材／ゴム（－1.04％） 2017年３月  3,121,762  (120,005)

インデックス（－0.79％） 2017年１～３月  11,826,594  (91,352)

家畜（－0.84％） 2017年２月  1,180,000  (96,830)

金属（－1.33％） 2017年３～８月  4,506,751  (154,322)

金（－3.62％） 2017年２月  11,747,340  (419,050)

      

先物契約に係る未実現損失   米ドル (1,083,667)

 

銘柄（純資産における％） 満期  想定元本  公正価値

     

先渡契約（0.32％）      

      

外国為替（0.32％） 2017年３月  5,111,682  36,960

      

先渡契約に係る未実現利益   米ドル  36,960

 

 満期  想定元本  公債価値

銘柄（純資産における％）      

      

先渡契約（－0.51％）      

      

外国為替（－0.51％） 2017年３月  5,812,190  (58,421)

      

先渡契約に係る未実現損失   米ドル  (58,421)

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

損益計算書

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 米ドル  千円

収益    

受取利息 4,426  481

 4,426  481

    

費用    

事務管理報酬 27,500  2,989

その他費用 16,543  1,798

専門家報酬 13,200  1,435

支払利息 27,605  3,001

取締役報酬 20,000  2,174

 104,848  11,397

正味投資損失 (100,422) (10,916)

    

投資及び外貨に係る正味実現損失及び未実現損失の変動    

投資及び外貨に係る正味実現損失 (1,014,622) (110,289)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動 (703,821) (76,505)

 (1,718,443) (186,795)

営業活動から生じた純資産の正味損失 (1,818,865) (197,711)

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC －

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオ

純資産変動計算書

2016年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 注記  米ドル  千円

営業活動      

正味投資損失   (100,422) (10,916)

投資及び外貨に係る正味実現損失   (1,014,622) (110,289)

投資及び外貨に係る未実現損失の変動   (703,821) (76,505)

   (1,818,865) (197,711)

      

資本取引      

参加型株式の発行   1,347,156  146,436

参加型株式の買戻し   (6,046,509) (657,256)

   (4,699,353) (510,820)

      

当期純資産減少額   (6,518,218) (708,530)

      

期首純資産残高   18,080,097  1,965,307

      

期末純資産残高   11,561,879  1,256,776

 

 

添付の財務諸表注記参照。
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財務諸表注記

2016年12月31日現在（単位：米ドル）

 

１．設立及び主な活動

スーパーファンド・グリーン・ゴールド・マスターSPC（以下、「当社」という。）は、2004年９月６日

にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除会社として設立され、2013年６月12日にケイマン諸島の

ミューチュアル・ファンド法に基づいて登録された。

当社の目的は、テクニカル分析の利用を通じて長期のキャピタル・ゲインを達成することである。当社

はその資産を金先物を含む様々な種類の先物契約及び金現物に投資している。

当社の資産は一般資産と分別ポートフォリオ資産に分けることができる。分別ポートフォリオに帰属す

る資産の内訳は、分別ポートフォリオに帰属する株式資本及び剰余金と分別ポートフォリオに帰属する又

は保有されるその他の資産である。一般資産は、分別ポートフォリオ資産ではない当社の資産である。特

定の分別ポートフォリオに関する取引において負債が生じ、当該分別ポートフォリオに十分な資産がない

場合、一般資産は遡求の対象となるが、その他の分別ポートフォリオの資産が遡求対象となることはな

い。2016年12月31日現在、当社は一般資産を保有していない。

2016年12月31日現在、当社が保有している分別ポートフォリオは、2006年に設立されたスーパーファン

ド・グリーン・ゴールド・マスター分別ポートフォリオの１種類である。当社は、その資産を金先物を含

む様々な先物及び金現物に投資している。当社の株式は、「マスター・フィーダー」構造の一部として、

スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPC（以下、「フィーダー・ファンド」という。）に販売されてい

る。フィーダー・ファンドは、複数クラス型ファンドであり、以下の株式の販売を通じて投資家に独立型

投資ポートフォリオを提供している。クラスＡ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別

ポートフォリオＡの持分）、クラスＢ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポート

フォリオＢの持分）、及びクラスＣ参加型株式（スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォ

リオＣの持分）。2016年12月31日現在、スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＡ、

スーパーファンド・グリーン・ゴールド分別ポートフォリオＢ及びスーパーファンド・グリーン・ゴール

ド分別ポートフォリオＣは、マスターファンドのそれぞれ31.32％、14.75％、及び53.93％を保有してい

た。

 

２．重要な会計方針

当財務諸表は、米国会計基準審議会（以下、「FASB」という。）の会計基準編纂書（以下、「ASC」とい

う。）に詳述される米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「GAAP」という。）に従って作

成されている。当社はGAAPにおける投資会社に該当するため、FASB ASC 946「金融サービス－投資会社」

に規定される投資会社向けの会計・報告指針に従っている。当社が適用した重要な会計方針は以下のとお

りである。

 

（ａ）見積りの使用

GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は、財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額並び

に偶発資産及び負債の開示、並びに報告期間中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を

行うことが求められている。実際の結果は、それらの見積りとは異なる可能性がある。

 

（ｂ）関連プライベート投資ファンドへの投資

関連プライベート投資ファンドへの投資は、取引日基準で会計処理される。投資は当初取得原価で測定

される。当初認識の後、投資は公正価値で測定される。公正価値は、関連プライベート投資ファンドの事

務管理会社によって報告される当社に帰属する純資産として決定される。投資に係る実現損益及び未実現
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損益の変動は損益計算書に含まれる。2016年12月31日現在、関連プライベート投資ファンドに対する当社

の保有比率は、11.07％である。

 

（ｃ）先物契約

未決済先物契約は、契約価格と、公表レート又は適切なレートが容易に入手できない場合はブローカー

が提供するレートに基づく市場価値との差額として計算された公正価値で計上される。実現損益及び未実

現損益の変動は、損益計算書に計上される。

 

（ｄ）先渡契約

未決済先渡契約は、契約価格と、該当する公表フォワード・レートとの差額として計算された市場価値

にて計上される。実現損益と未実現損益の変動額は損益計算書に計上される。

 

（ｅ）公正価値による投資の評価　－　定義及び階層

USGAAPは公正価値の階層を規定しており、公正価値を測定する際に用いられる評価手法への入力データ

の優先順位を、以下に説明される３つのレベルに分類している。

 

レベル１： 活発な市場における同一資産又は負債について経営陣が入手可能な未調整の相場価

格に基づく評価。レベル１の有価証券に対しては、評価調整及び大量保有による割

引価値の利用は適用されない。評価は活発な市場において容易にかつ定期的に入手

可能な相場価格に基づいているため、当該レベルに分類される有価証券の評価につ

いては重要な判断は必要とされない。

レベル２： 活発でない市場における相場価格、あるいは重要なデータがすべて直接又は間接的

に観察可能な価格に基づく評価。

レベル３： 公正価値測定の全体に対して重要であるが観察不能なデータに基づく評価。

 

下表は、上述の公正価値の階層に基づく2015年12月31日現在の当社の投資に係る評価の要約である。

 

資産  合計  レベル１  レベル２

       

関連プライベート投資ファンドへの投資  2,212,097  －  2,212,097

未決済先物契約に係る未実現利益  723,757  723,757  －

未決済先渡契約に係る未実現利益  36,960  －  36,960

合計 ＄ 2,972,814  723,757  2,249,057
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負債  合計  レベル１  レベル２

       

未決済先物契約に係る未実現損失  (1,083,667) (1,083,667) －

未決済先渡契約に係る未実現損失  (58,421) －  (58,421)

合計 ＄ (1,142,088) (1,083,667) (58,421)

 

（ｆ）受取利息及び支払利息

受取利息及び支払利息は発生主義で計上される。

 

（ｇ）外貨

外貨建て又は外貨で会計処理される資産及び負債は、貸借対照表日現在で適用される為替レートで米ド

ルに換算される。外貨建て取引は取引日の為替レートで米ドルに換算される。換算によって生じる実現損

益及び未実現損益の変動は、損益計算書に計上される。

当社は投資及び現金に係る為替レートの変動により生じる損益と、保有有価証券の市場価格の変動によ

り生じる損益を区別していない。このような変動は、損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現利益（損

失）及び未実現利益（損失）の変動に含まれる。

 

（ｈ）法人税等

ケイマン諸島では、収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は、税制優遇措置法第６条の規

定に従って、2024年10月26日までの期間における将来の収益又は利益に関するすべての現地における税金

を免除する旨の誓約をケイマン諸島の総督から受け取っている。よって、法人税等に関する引当金は当財

務諸表に含まれていない。

当社は、税務調査が実施された場合に、テクニカル・メリットに基づいて容認される可能性が高い

（50％超の確率）特定のタックス・ポジションについてのみ税務便益を認識している。当社は、すべての

主要な税管轄区域におけるすべての税務調査対象年度について分析を行っている。税務調査対象年度と

は、各管轄区域の出訴期限法で定義された税務当局による税務調査の対象となりうる年度である。当社

は、米国及び当社が重要な投資を行っている海外の税管轄を主要な税管轄区域とみなしている。

経営陣は当社のタックス・ポジションを分析した結果、未確定のタックス・ポジションに関する未認識

の税務便益について負債を計上する必要はないと判断した。さらに経営陣は、今後12ヶ月の間に未認識の

税務便益の合計額が著しく変化する合理的な可能性のあるタックス・ポジションも存在しないと考えてい

る。

 

（ｉ）収益及び費用の配分

特定の分別ポートフォリオに関連付けることが可能な収益及び費用は、純資産価額の算定において、各

分別ポートフォリオに配分又は費用計上される。その他の収益及び費用は、分別ポートフォリオ間で比例

配分されるか、あるいは取締役の判断により配分される。

 

（ｊ）相殺

金融資産及び負債（未決済先物契約に係る未実現損益を含む。）は、当社が認識された金額を相殺する

法的な権利を有しており、当該取引を純額ベース又は同時に決済する意図がある場合は相殺され、純額で

貸借対照表に計上される。当期、当社は相殺の要件を満たしていない。
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３．ブローカーに対する債権及び債務

ブローカーに対する債権及び債務には、ＡＤＭインベスター・サービシズ・インク及びバンク・オブ・

アメリカ・メリルリンチに預けている現金残高が含まれ、未決済先物契約及び先渡契約に関して担保とし

て差し入れられている証拠金4,418,373米ドルが含まれる。2016年12月31日現在、ブローカーに対する債

権・債務には、未決済取引に関する未収金及び未払金は含まれていない。

 

４．金融商品

市場リスク、信用リスク及び流動性リスク

通常の事業の過程において、当社は、市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを招く可能性のある

様々な金融商品を売買しており、そのリスクの金額は、財務諸表からは明白ではない。

市場リスクとは、金利、為替レート又は株式及びコモディティ価格の変動が、当社の保有しているポジ

ションに影響を及ぼすリスクである。当社は、市場価格で評価されている金融商品に関する市場リスクに

さらされている。

投資戦略の一環として、当社は先物契約を締結している。先物契約は組織化された取引所で売買されて

おり、現金又は市場性のある有価証券による証拠金（担保）が要求される。証拠金は日次で時価評価され

る先物契約の価値の変動を反映するために調整される。先物契約保有者にとって契約内容の履行に関する

相手先は相殺ポジションを保有する事業体ではなく取引所である。したがって、先物契約に関する契約相

手先による債務不履行リスクは極めて小さい。

当社は先渡契約を締結している。先渡契約の場合、契約期間終了時まで様々な契約相手先について未実

現評価益に係る信用リスク（但し担保分を除いた額）を内包する。当社は、先渡契約については、取引を

信用に値する契約相手先に限定することにより信用リスクの軽減を図っている。

関連プライベート投資ファンドに対する当社の投資により、当社は関連プライベート投資ファンドが投

資する金融商品及び市場に関連する様々な種類のリスクに間接的にさらされている。関連プライベート投

資ファンドへの投資により当社がさらされている金融リスクの種類は、市場リスク、信用リスク及び流動

性リスクである。2016年12月31日現在、関連プライベート投資ファンドはマネーマーケットファンドの非

常に流動性の高い投資及び現金を保有している。

市場リスクは、金融商品の基礎となる為替レート、指標、コモディティ及び有価証券の価値の潜在的変

動により生じる。その他の市場リスクには、契約の価値の変動が、基礎となる通貨、コモディティ又は株

式指標の価値の変動と直接相関していない可能性が含まれる。先物契約の取引には、当社の投資収益率が

上がるとともに通常の投資リスクを上回る特定のリスクが伴う可能性がある。

信用リスクとは、契約相手が債務不履行に陥るリスクである。信用リスクは、通常、取引所外で金融商

品の取引を行う場合に高くなる。これは、取引所外で取引される金融商品の契約相手は、取引所清算機関

の履行保証を受けていないためである。当社は信用リスクの影響を最小限に抑えるために多数のブロー

カーを利用している。経営陣はブローカーの信用格付け及び取引結果をレビューし、当社の信用リスクの

集中について問題はないと考えている。

先物市場は変動が非常に大きく、需給関係の変動、政府のプログラム及び政策、国内外の政治及び経済

事象、並びに金利の変動等の要因による影響を受ける。さらに、通常、先物取引において要求される証拠

金比率は低いため、先物商品勘定のレバレッジ率が高くなる傾向がある。

その結果、先物契約における比較的少額の価格変動が当社に多額の損失を発生させる可能性がある。ま

た先物取引の流動性が低い可能性もある。特定の先物取引所は特定の先物契約に関して、１日の取引にお

ける価格変動の制限値を越える価格での取引を認めていない。この１日の取引における価格変動の制限値

を超えて価格が変動した場合、当社は不利なポジションを即時に処分することができず、多額の損失を被

る可能性がある。

投資戦略の一環として、当社はレバレッジを利用している。レバレッジの概念は、当社の借入費用が、

一般的に、保有する投資の収益率を下回るという前提に基づいている。レバレッジの利用により、当社に

投資された株主資本に対する収益率が上がる可能性がある一方で、当該株主資本の損失リスクも増える。
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スーパーファンド・キャピタル・マネジメント・インク（以下、「投資顧問会社」という。）が、当社

の投資顧問会社を務めている。投資顧問会社は、レバレッジ水準を維持するための内部指針及び制限値を

設定している。

 

５．デリバティブ契約

当社は様々な先物契約及び先渡契約をトレーディング目的で行っており、これらの金融商品は主に金

利、為替レート、株価及びコモディティ価格に関するリスクにさらされている。これらのリスクに加え

て、デリバティブ契約への投資は、その投資全体又は一部に損失を生じさせる可能性のある別のリスクに

もさらされている。

当社はデリバティブ取引を時価評価している。公正価値は市場価格を用いて決定されている。2016年12

月31日現在で当社が保有しているデリバティブの公正価値は、貸借対照表に個別項目として記載されてい

る。

下表は、2016年12月31日現在におけるデリバティブ契約の公正価値を、資産及び負債価値並びに契約種

類ごとに分けて示したものである。当該金額は、貸借対照表の未決済先物契約及び未決済先渡契約に係る

未実現損益に含まれている。また下表は、デリバティブに関する実現損益及び未実現損益を契約種類ごと

に示しており、当該金額は損益計算書の投資及び外貨に係る正味実現損益並びに投資及び外貨に係る未実

現損益の変動に含まれている。

 

また下表は、2016年12月31日現在の未決済契約の想定元本も契約種類ごとに示している。

 

  

デリバティブ

資産  想定元本  

デリバティブ

負債  想定元本  未実現損益  実現損益

  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

先物契約             

債券先物  151,482  31,893,721  (118,251) 43,308,864  (383,292) 2,567,157

通貨  27,459  7,559,917  (66,418) 5,256,974  96,453  (719,417)

エネルギー  72,461  3,194,786  (17,439) 575,340  (111,615) (980,634)

食品／繊維／

木材／ゴム  121,548  6,787,877  (120,005) 3,121,762  (52,252) (389,861)

インデックス  233,879  18,227,373  (91,352) 11,826,594  41,589  (1,850,662)

畜類  －  －  (96,830) 1,180,000  (79,280) (224,700)

金属  89,056  2,815,532  (154,322) 4,506,751  238,799  (709,072)

金  27,872  1,777,433  (419,050) 11,747,340  (391,178) 1,846,026

合計  723,757  72,256,639  (1,083,667) 81,523,625  (640,776) (461,163)
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デリバティブ

資産  想定元本  

デリバティブ

負債  想定元本  未実現損益  実現損益

  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

先渡契約             

外国為替  36,960  5,111,682  (58,421)  5,812,190  (21,461)  (109,541)

合計  36,960  5,111,682  (58,421)  5,812,190  (21,461)  (109,541)

 

2016年12月31日現在の保有デリバティブ商品及びその損益計算書への影響額は、当期中における当社の

デリバティブ取引高を示している。

 

６．株式資本

 

授権株式：  

１株当たり額面0.01米ドルの参加型株式5,000,000株 50,000米ドル

 

  株式数

参加型株式：   

　期首残高  13,116.59

　期中の発行  981.29

　期中の買戻し  (3,929.64)

期末残高  10,168.24

 

参加型株式

参加型株式には議決権が与えられており、各歴月の最初の営業日又は取締役会の定める日に、各分別

ポートフォリオの１株当たり純資産価額で買戻すことができる。参加型株式の株主は、保有株式に対して

払い込んだ金額の割合に応じて、宣言され支払われる配当を受け取る権利を有している。

株式に付随する権利は、分別ポートフォリオの発行済み株式のすべての株主による書面での同意をもっ

て、あるいは分別ポートフォリオの株主総会において４分の３以上の同意により可決した特別決議の承認

をもって変更することができる。

当社が解散する際、分別ポートフォリオ及び一般資産は、それぞれ分別ポートフォリオ債権者及び一般

債権者の債権に対して支払われる。一般資産の残高がある場合は、各分別ポートフォリオの純資産価額に

基づき、分別ポートフォリオに割り当てられる。各分別ポートフォリオの資産は、保有株式数に応じて各

分別ポートフォリオの株主に支払われる。分別ポートフォリオに複数クラスの参加型株式が存在する場

合、分別ポートフォリオの資産は、関連する純資産価額に基づき各クラスに比例配分された後、保有して

いるクラスの参加型株式数に応じて株主に支払われる。
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７．公正価値

2016年12月31日現在、経営陣は、各クラスの金融商品の公正価値を見積るために以下の手法及び仮定を

使用した。現金並びに未払金及び未払費用を含む当社の一部の金融商品に関しては、これらの金融商品が

直ちに換金可能又は短期的な性質のものであるため、帳簿価額は公正価値に近似している。

先物契約の未決済残高は、市場価格又はディーラーによる提示価格に基づいて市場価値で計上されてい

るため、帳簿価額は公正価値に近似している。

未決済先渡契約への投資は、デリバティブ契約締結日の公正価値にて初めて認識される。先渡契約の公

正価値の変動から増価又は減価が生じたときは、直接損益計算書に反映される。当初計測の後は先渡契約

は公正価値にて計測される。

関連プライベート投資ファンドへの投資は、公正価値で測定される。公正価値は関連プライベート投資

ファンドの事務管理会社により報告される当社へ帰属する純資産に基づき決定される。

公正価値の見積りは、市況及び金融商品に関する情報に基づいて、特定の時点に行われる。これらの見

積りは本来主観的なものであり、不確定要因及び重要な判断を伴うため、正確に行えるものではない。仮

定の変更により、見積りに重要な影響を及ぼす可能性がある。

 

８．最近の会計基準

2016年１月、FASBはASU第2016－01号「金融資産及び金融負債の認識及び測定」を公表した。当ASUの改

訂は、金融商品の認識及び測定の改善を目的としており、金融商品の分類及び測定に関するUSGAAPの指針

に対する限定的な改訂を含んでいる。この新基準は、（１）持分証券への投資の分類及び測定、並びに

（２）公正価値で測定される金融負債の公正価値変動の表示に関する事業体の会計処理を大幅に改訂して

いる。当基準はまた、金融商品の公正価値に関する特定の開示要件も改訂している。当ASUの改訂は2018年

12月15日より後に終了する年度、並びにそれ以降の年度及び中間期に適用されるが、早期適用が容認され

ている。投資顧問会社は、当基準による当社の財政状態及び経営成績への影響はないと考えている。

 

９．関連当事者間取引

当社はスーパーファンド・グループの投資会社の一部である関連プライベート投資ファンドへ投資して

いる。2016年12月31日現在、かかる投資の時価は2,212,097米ドルであり、当社の純資産の19.13％に相当

する。
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10．財務ハイライト

 

 米ドル

１株当たりの業績（期中発行済み参加型株式に関して）
１
：  

  

期首の参加型株式１株当たり純資産価額 1,378.42

  

投資事業による正味投資収益：  

正味投資損失 (8.69)

投資及び外貨に係る正味実現及び未実現損失 (232.67)

投資事業による損失合計 (241.36)

  

期末の１株当たり純資産価額 1,137.06

  

総利回り
２ (17.51)％

  

補足情報：  

　  

平均純資産比率
３  

費用 (0.60)％

正味投資損失 (0.58)％

 

１．期中加重平均発行済み株式数に基づく。

２．各投資家の利回りは、株式の申込み及び買戻しの時期により異なる可能性がある。

３．平均純資産額は期中加重平均純資産額を用いて計算されている。

 

11．後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2017年５月25日

までのすべての重要な後発事象を評価し開示した。

2016年12月31日より後に、約38,965米ドルの申込みが処理されており、このうち、事前に受領した金額

はなかった。また、約2,355,783米ドルの買戻しが処理されており、このうち15,612米ドルが期末日現在に

おいて未払いとなっていた。
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（３）投資有価証券明細表等

＜訂正前＞

②　株式以外の投資有価証券明細表

（2017年７月31日現在）

国
公正価額

円

サブファンドＡ
スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの

株式（クラスＡ）
ケイマン諸島 248,664,681

サブファンドＢ
スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの

株式（クラスＢ）
ケイマン諸島 257,693,308

 

＜訂正後＞

②　株式以外の投資有価証券明細表

 

（2017年12月31日現在）

国
公正価額

円

サブファンドＡ
スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの

株式（クラスＡ）
ケイマン諸島 237,766,883

サブファンドＢ
スーパーファンド・グリーン・ゴールドSPCの

株式（クラスＢ）
ケイマン諸島 279,976,472

（注）サブファンド「レッド」及び「ブルー」は、新設ファンドとして2018年１月より運用が開始されたため、2017年12月31日

時点の情報がない。
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２　ファンドの現況

純資産額計算書

＜訂正前＞

（2017年６月30日現在）

サブファンドＡ（現

在 の 「 グ リ ー ン

Ａ」）

Ⅰ　資産総額（円） 247,336,638

Ⅱ　負債総額（円） 1,343,990

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（円） 245,992,648

Ⅳ　発行済数量 3,015,828

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 81.57

サブファンドＢ（現

在 の 「 グ リ ー ン

Ｂ」）

Ⅰ　資産総額（円） 252,420,471

Ⅱ　負債総額（円） 1,378,345

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（円） 251,042,126

Ⅳ　発行済数量 3,003,571

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 83.58

（後略）

 

＜訂正後＞

（2018年３月31日現在）

グリーンＡ

Ⅰ　資産総額（円） 220,803,433

Ⅱ　負債総額（円） 1,151,149

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（円） 219,652,284

Ⅳ　発行済数量 2,558,284

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 85.86

グリーンＢ

Ⅰ　資産総額（円） 634,073,111

Ⅱ　負債総額（円） 4,567,238

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（円） 629,505,873

Ⅳ　発行済数量 7,162,533

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 87.89

レッド

Ⅰ　資産総額（米ドル） 9,803,075

Ⅱ　負債総額（米ドル） 6,629

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（米ドル） 9,796,446

Ⅳ　発行済数量 17,807,018

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（米ドル） 0.5501

ブルー

Ⅰ　資産総額（円） 566,966,130

Ⅱ　負債総額（円） 535,686

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）（円） 566,430,444

Ⅳ　発行済数量 6,892,620

Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）（円） 82.18

（後略）
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第三部　特別情報

第１　管理会社の概況

１　管理会社の概況

＜訂正前＞

（１）資本の額

（ｉ）払込資本金総額は、１ユーロ（131.92円）である。

（後略）

 

＜訂正後＞

（１）資本の額

（ⅰ）払込資本金総額は、１米ドル
＊
（108.70円）である。

＊
管理会社の取締役会は、2017年７月１日を効力発生日として管理会社の機能通貨及び報告通貨をユーロから米ドルへ変更す

ることを決議した。

（後略）

 

２　事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

（前略）

名　称 設 立 国
種　類

（基本的性格）

純資産額合計（通貨別）

（2017年７月31日現在）

スーパーファンド・

グリーン・ジャパン
ケイマン諸島

適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託

1,149,562,552円

4,512,303.74米ドル

（約497,075,380円）

スーパーファンド・

グリーン・ゴールド・ジャパン

（当ファンド）

ケイマン諸島
適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託
515,731,786円

スーパーファンド・

ブルー・ジャパン（ファンド統合に

より、2018年１月１日付で全受益証

券が償還される予定）

ケイマン諸島
適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託
675,241,333円

スーパーファンド・

レッド・ジャパン（同上）
ケイマン諸島

適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託

545,782,795円

704,739.34米ドル

（約77,634,086円）

スーパーファンド・

グリーン・ワン・ジャパン（同上）
ケイマン諸島

適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託

278,134,734円

395,604.74米ドル

（約43,579,818円）
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＜訂正後＞

（前略）

名　称 設 立 国
種　類

（基本的性格）

純資産額合計（通貨別）

（2018年３月31日現在）

スーパーファンド・

グリーン・ジャパン（ファンド統合

により、2018年７月１日付で全受益

証券が償還される予定）

ケイマン諸島
適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託

1,158,763,748円

4,582,059.62米ドル

（約498,069,881円）

スーパーファンド・ジャパン

（当ファンド）
ケイマン諸島

適用免除、有限責任オープ

ン・エンド型投資信託

1,840,070,744円

1,108,440.15米ドル

（約120,487,444円）
 

次へ
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３　管理会社の経理状況

（１）貸借対照表

 

平成30年６月15日に提出した有価証券報告書の記載内容と同一内容に更新します。

有価証券報告書の記載内容は以下のとおりです。

 

１．スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下「SJT」という。）の2017

年及び2016年12月31日に終了した事業年度の財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会

計原則に基づいて作成された原文の財務書類を、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（昭和38年大蔵省令第59号）第131条第５項但書の規定に従って日本文に翻訳して作成されたもので

ある。

 

２．以下に記載された2017年及び2016年12月31日に終了した期間の財務書類は、本国における独立監査人で

あり、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定される外国監査

法人等をいいます。）であるBDOケイマンリミテッドから監査証明に相当すると認められる証明を受けて

おり、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当するものを添付のとおり受領

している。

 

３．BDOケイマンリミテッドの監査報告書に相当するものは、専らSJTによる利用にのみ供される。また、同監

査報告書に相当するものは、2017年５月29日付及び2018年５月31日付で作成されており、BDOケイマンリ

ミテッドは、同日以降、それぞれの日付を延長するようないかなる性質の手続も行っていない。

 

４．当社の原文の財務書類は、米ドルで作成表示されている。翻訳された日本文の財務書類には主要な金額

について円換算額が併記されている。以下の邦貨による金額は、2018年５月31日現在における株式会社

三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝108.70円）で換算され、千円未満を四捨五入して

表示されている。したがって、合計数値は関係数値の合計額と必ずしも一致しない。
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（１）貸借対照表

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド

貸借対照表

 

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

   2017年  2016年（修正後）
＊

 注記  米ドル  千円  米ドル  千円

資産          

現金   484,797  52,697  488,934  53,147

未収管理報酬 4  10,979  1,193  4,240  461

立替費用   176  19  -  -

資産合計   495,952  53,910  493,174  53,608

          

負債          

未払専門家報酬   4,759  517  4,886  531

未払財務諸表作成費   1,500  163  6,000  652

その他未払専門家報酬   9,948  1,081  1,112  121

負債合計   16,207  1,762  11,998  1,304

          

株主持分          

株式資本 3  1  0  1  0

資本剰余金 3  420,786  45,739  420,786  45,739

利益剰余金   58,958  6,409  60,389  6,564

   479,745  52,148  481,176  52,304

負債及び株主持分合計   495,952  53,910  493,174  53,608

 

 

添付の財務諸表注記参照。

＊注記１参照。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド

損益計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

   2017年  2016年（修正後）
＊

 注記  米ドル  千円  米ドル  千円

収益：          

管理報酬 4  39,118  4,252  42,593  4,630

その他の収益   -  -  2,352  256

正味為替差損益   (23,178)  (2,519)  30,706  3,338

   15,940  1,733  75,651  8,223

          

費用：          

取締役報酬及び費用 5  30,000  3,261  30,192  3,282

その他専門家報酬及び

費用
  12,017  

1,306
 31,771  

3,454

財務諸表作成費   6,000  652  6,292  684

専門家報酬   4,759  517  4,601  500

銀行手数料   4,169  453  4,110  447

その他の費用   1,377  150  967  105

弁護士報酬及び費用   505  55  -  -

   58,827  6,394  77,933  8,471

当期純損失   (42,887)  (4,662)  (2,282)  (248)

 

添付の財務諸表注記参照。

＊注記１参照。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド

株主持分変動計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 

  株式数  株式資本  資本剰余金  利益剰余金  合計

    米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

2017年１月１日現在残高  1  1  420,786  60,389  481,176

当期純損失  -  -  -  (42,887) (42,887)

為替換算益（注記１）  -  -  -  41,456  41,456

2017年12月31日現在残高  1  1  420,786  58,958  479,745

 

  株式数  株式資本  資本剰余金  利益剰余金  合計

    千円  千円  千円  千円

2017年１月１日現在残高  1  0  45,739  6,564  52,304

当期純損失  -  -  -  (4,662) (4,662)

為替換算益（注記１）  -  -  -  4,506  4,506

2017年12月31日現在残高  1  0  45,739  6,409  52,148

 

 

 

 

株式数

 株式資本

（修正

後）
＊

 資本剰余金

（修正

後）
＊

 

利益剰余金

（修正

後）
＊

 

合計

（修正

後）
＊

    米ドル  米ドル  米ドル  米ドル

2016年１月１日現在残高  1  1  420,786  62,564  483,351

当期純損失  -  -  -  (2,282) (2,282)

為替換算益（注記１）  -  -  -  107  107

2016年12月31日現在残高  1  1  420,786  60,389  481,176

 

 

 

株式数

 株式資本

（修正後）

 資本剰余金

（修正後）  

利益剰余金

（修正後）  

合計

（修正後）

    千円  千円  千円  千円

2016年１月１日現在残高  1  0  45,739  6,801  52,540

当期純損失  -  -  -  (248) (248)

為替換算益（注記１）  -  -  -  12  12

2016年12月31日現在残高  1  0  45,739  6,564  52,304

 

 

添付の財務諸表注記参照。

＊注記１参照。
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スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド

キャッシュ・フロー計算書

 

2017年12月31日に終了した年度

（単位：米ドル）

 2017年  2016年（修正後）
＊

 米ドル  千円  米ドル  千円

営業活動によるキャッシュ・フロー        

当期純損失 (42,887)  (4,662)  (2,282)  (248)

現金営業活動における当期純損失の調整：        

為替換算益（注記１） 41,456  4,506  107  12

未収管理報酬の増加 (6,739)  (733)  (325)  (35)

立替費用の（増加）／減少 (176)  (19)  153  17

未払金及び未払費用の増加／（減少） 4,209  458  (19,207)  (2,088)

営業活動によって使用した現金純額 (4,137)  (450)  (21,554)  (2,343)

        

期中の現金の純減少 (4,137)  (450)  (21,554)  (2,343)

期首現金残高 488,934  53,147  510,488  55,490

期末現金残高 484,797  52,697  488,934  53,147

 

添付の財務諸表注記参照。

＊注記１参照。
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財務諸表注記

2017年12月31日現在

（単位：米ドル）

 

１．会社設立及び基礎情報

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド（以下、「当社」という。）

は、2004年10月８日にケイマン諸島の会社法に基づいて適用免除有限会社として設立され、2006年１月１

日に開業した。

当社の主な事業活動は、スーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ジャパ

ン、スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン

及びスーパーファンド・レッド・ジャパン（以下、「信託」という。）に対して、投資運用サービスを提

供することである。

当社は、信託の投資運用会社を務めており、代行協会員契約に基づき、キャピタル・パートナーズ証券

株式会社を日本におけるスーパーファンド・グリーン・ジャパンの代行協会員に選任し、スーパーファン

ド・ジャパン株式会社を日本におけるスーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・グリー

ン・ゴールド・ジャパン、スーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパン及びスーパーファンド・レッ

ド・ジャパンの代行協会員に選任している。代行協会員は、１口当たり純資産価額を公表し、日本証券業

協会に財務諸表を提出する責任がある。キャピタル・パートナーズ証券株式会社及びスーパーファンド・

ジャパン株式会社は、信託の販売会社としての業務も行っている。当社及び信託の年次監査済財務諸表

は、日本における開示義務の一環として有価証券報告書及び有価証券届出書に含まれており、関東財務局

に提出されている。

取締役会は2017年７月１日付で、当社の機能通貨及び報告通貨をユーロから、通常の取引の大半を占め

る米ドルへと変更することを決定した。資産、負債及び資本は2017年７月１日の為替レート１ユーロ＝

1.142ドルで換算している。2017年１月１日から６月30日までの収益及び費用は、同期間のユーロ／米ドル

平均為替レート１ユーロ＝1.0932ドルで換算している。通貨の変更による為替換算差益41,456ドルが、株

主持分変動計算書に直接認識されている。

当社決算を米ドル建てで報告するために、過年度の財務情報を修正している。前年度の貸借対照表計上

額は、2016年12月31日の為替レート１ユーロ＝1.052ドルで換算している。前年度の収益及び費用は、2016

年の平均為替レート１ユーロ＝1.1032ドルで換算している。その結果、2016年12月31日に終了した年度の

株主持分変動計算書に、為替換算差益107ドルが認識されている。

 

２．重要な会計方針

（ａ）準拠基準

当該財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められる会計原則（以下、「US GAAP」という。）に従っ

て作成されている。

（ｂ）外貨換算

当社の財務諸表は米ドル建てで表示している。2017年７月１日付での、当社機能通貨及び報告通貨の

ユーロから米ドルへの変更に関しては上記注記１を参照。

外貨建て取引は、取引日現在の為替レートで換算される。期末日現在のすべての外貨建て資産及び負

債は、同日の為替レートで米ドル（$）に換算される。換算より生じる為替換算差額は損益計算書におい

て認識される。

（ｃ）見積りの使用

US GAAPに準拠した財務諸表の作成にあたって、経営陣は財務諸表日現在の資産及び負債の報告金額及

び偶発資産及び負債の開示、並びに当期中の収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り及び仮定を行

うことが求められている。実際の結果は、それらの見積額とは異なる可能性がある。公正価値は特定時
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点における市況及び金融商品の情報を基準に見積られる。これらの見積りは主観的なものであり不確実

性及び重要な判断を伴うため、正確に算出することはできない。仮定の変更は見積りに重要な影響を与

える場合がある。

（ｄ）現金

現金は銀行預金を含んでおり、全額が、満期まで３ヶ月未満で流動性が高いとみなされている。

（ｅ）未収管理報酬

未収管理報酬は投資運用サービスの提供先である信託に請求した管理報酬である。

当社の方針においては一般貸倒引当金を設定しないが、すべての未収金は12ヶ月を経過した後に回収

不能とみなされ償却される。

（ｆ）収益及び費用

収益及び費用は発生主義で計上される。

（ｇ）法人税等

ケイマン諸島では収益又は利益に対して課税されることはなく、当社は2024年10月26日まで現地にお

けるすべての収益、利益及び資本に係る税金を免除する旨の合意をケイマン諸島の総督から受け取って

いる。よって、法人税等に関する引当金は当該財務諸表に含まれていない。

（ｈ）運用資産

運用中の信託の各サブファンドの資産及び負債は当社の資産又は負債ではないため当該財務諸表には

表示されていない。

 

３．株式資本

 
2017年  

2016年

（修正後）
＊

 ($)  ($)

授権済：    

１株当たり額面１円の償還可能参加議決権付株式50,000,000株 351,212  351,212

    

発行済及び払込済：    

１株当たり額面１円の償還可能参加議決権付株式１株 1  1

資本剰余金 420,786  420,786

＊注記１参照。

EDINET提出書類

スーパーファンド・ジャパン・トレーディング（ケイマン）リミテッド(E23303)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

259/268



 
４．管理報酬

当社は信託の各サブファンドの純資産の0.10％（年率）の管理報酬を、各サブファンドによって、半年

ごと、四半期ごと又は月ごとに後払いで受領している。 管理報酬は、独立第三者間条件での交渉に基づき

設定されたものではない。

2017年12月31日に終了した年度において、当社は、信託から39,118ドル（2016年：（修正後）42,593ド

ル）の管理報酬を稼得しており、そのうち10,979ドル（2016年：（修正後）4,240ドル）が期末日現在未払

いとなっている。

 

５．関連当事者間取引

当社は信託の投資運用活動に対して一定の支配力及び重要な影響力を有することから、信託の関連当事

者とみなされる。

2017年12月31日に終了した年度において、取締役は当社から30,000ドル（2016年：（修正後）30,192ド

ル）の取締役報酬及び費用を受領しており、期末日現在における未払い残高はない（2016年：（修正後）

なし）。

 

６．金融商品の公正価値

金融資産及び負債の帳簿価額は満期までの期間が比較的短いため、公正価値に近似している。

 

７．金融商品及び関連リスク

為替リスク

信用リスクは、取引相手先による当社への債務の不履行により当社に生じる可能性のある潜在的な損失

を表す。当社を信用リスクにさらす可能性のある金融資産は、主に現金及び現金同等物並びに未収管理報

酬である。信用リスクに関する最大エクスポージャーは、これらの金融資産の帳簿価額と等しい。当社は

現金を信用のある金融機関に預けており、また未収管理報酬は短期的な性質であることから、現金及び現

金同等物並びに未収管理報酬に関する信用リスクは低いと考えている。

 

当社は、米ドルの他の通貨に対する為替レートの変動により、当社の米ドル以外の通貨建ての資産及び

負債の報告価値に不利な影響が及ぶリスクにさらされている。

 

８．後発事象

これらの財務諸表を作成するにあたり、経営陣は、当該財務諸表の公表が可能となった2018年５月31日

までのすべての重要な後発事象を評価し、開示した。

 

以下に挙げた事象以外に、当社の財務諸表に係る調整若しくは開示を要する重要な事象は生じていない

と経営陣は判断している。

当社が管理する信託は統合された。スーパーファンド・グリーン・ゴールド・ジャパンはスーパーファ

ンド・ジャパンへと名称を変更し、スーパーファンド・ブルー・ジャパン、スーパーファンド・レッド・

ジャパン及びスーパーファンド・グリーン・ワン・ジャパンの資産は、2018年１月１日付で正貨に基づく

買戻し及び申込みによって、スーパーファンド・ジャパンのサブファンドへと移管されている。

次へ
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